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第２１期 国立市社会教育委員の会（第１５回定例会）会議要旨（案） 
平成２８年７月２６日（火） 

 
［出席者］ 
・国立第一中学校ＰＴＡ 
・公民館運営審議会 
・社会教育委員 柳田、太田、牧野、坂上、川廷、間瀬、田中、佐伯、中野、倉持 
 
［事務局］津田、井田、藤田 
 
１．ヒアリング（国立第一中学校ＰＴＡ） 
 
柳田議長 皆様、こんばんは。お忙しいところ、お集まりいただきましてありがと

うございます。 

 私は、第２１期国立市社会教育委員の会議長で、本日の司会をいたします
柳田です。よろしくお願いします。 
 本日は第２１期国立市社会教育委員の会、第１５回定例会と題し、国立市
社会教育委員の会で諮問、生涯学習振興推進計画に関わる基本施策の体系や
重点施策等のあり方について答申を作成する上で参考とするため、率直なご
意見を伺いたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 
 初めに配付資料について、事務局よりご説明申し上げます。 

 
事務局 配付資料の確認をさせていただきます。 

 まず、本日の次第、第１５回定例会次第と書かれたＡ４、１枚のもの。そ
して右上に資料１と書かれております「本日の流れ等について」。右上に資料
２と書かれております「国立市の生涯学習に関わる課題について」。それと、
あとカラー刷りの１枚のもの、右上に「第２回家庭教育講座」とあります、

これはお知らせになりますけれども、９月１０日の午後１時半からなのです
けれども、教育委員会生涯学習課の主催でこういった家庭教育講座を開催さ
せていただきますので、もしお時間がございましたらお越しいただけますよ
うお願いいたします。 
 資料確認を続けさせていただきます。以下は社会教育委員の委員さんのみ
の配付になります。右上に資料３とあります「都社連協第１回理事会資料」
と、資料４としまして「『国立市の生涯学習に関わる課題』に関するアンケー
ト調査に対する回答」、それと、その他資料としまして前回の議事録と公民館
だより、図書室月報を配付させていただいております。資料の漏れはよろし
いでしょうか。 

 
柳田議長 では、早速ですが出席者のご紹介について、着席したままで構いません

ので、順にお名前とご所属の紹介をお願いいたします。 
 
牧野委員 国立第八小学校の牧野です。校長会の会長ということで、よろしくお願

いします。 
 
坂上委員 ＮＨＫ学園の坂上と申します。学校関係で来ているかと思っています。

よろしくお願いします。 
 
川廷委員 図書館協議会から来ております川廷と申します。 
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間瀬委員 公民館運営審議会から来ております間瀬と申します。よろしくお願いい
たします。 

 
柳田議長 議長をしております東京女子体育大学の柳田です。よろしくお願いしま

す。 
 
太田委員 副議長をしております一橋大学の太田です。よろしくお願いします。 
 
田中委員 くにたち地域コラボという国立市の市民活動支援室を運営しております

田中えり子と申します。よろしくお願いします。 
 
中野委員 六小地区育成会の中野と申します。よろしくお願いします。 
 
佐伯委員 主任児童委員の佐伯雅宏と申します。よろしくお願いします。 

 
倉持委員 東京学芸大学の倉持です。よろしくお願いします。 
 
国立第一中学校ＰＴＡ会長（以下、一中ＰＴＡ会長） 本日、ヒアリングに出席さ

せていただきました、国立第一中学校のＰＴＡ会長です。よろしくお願いい
たします。 

 
柳田議長 ありがとうございました。 

 それでは、早速ヒアリングに移ります。太田委員、よろしくお願いします。 
 
太田委員 太田です。私のほうから、簡単にまずどういったお話をお聞きしたいの

かという説明をさせていただいて、その後質問をさせていただければと思っ
ています。よろしくお願いします。 

 先ほど議長からもご説明がありましたけれども、今期の社会教育委員の会
では生涯学習振興推進計画に関わる基本施策の体系、重点施策等のあり方に
ついて意見を出すということでこれまでずっと検討してきたのですが、もう
２年目に入って答申をまとめようというところなのですけれども、国立市の
生涯学習の状況について、今どんな課題があるのかということの洗い出しを
一通りしまして、それについて、お配りしています資料２に現時点での私た
ちの委員としての認識というのをまとめてあるのですが、漏れがあるかもし
れない、ほかの視点から見るとこれも課題だというようなご指摘があるかも
しれないということで、ここに挙げてある課題についていろいろな方にご意
見をそれぞれの立場からいただきたいというような趣旨でヒアリングをさせ
ていただいております。 
 資料２なのですけれども、今社会教育委員の会として認識しております課

題は、大きい項目では１から８までで、その中で小項目として（１）から（３６）
まで挙げてあります。最後のページにＱ＆Ａという形で、生涯学習という用
語についてどのように捉えたらいいのかという点とか、それを振興推進する
計画というのがどういうものかということも補足的につけさせていただきま
した。事前にこの課題についてはお送りして、ぜひ読んできていただきたい
というようなお願いをしたのですが、読んできていただけたということでお
話を進めさせていただいても構いませんでしょうか。 

 
一中ＰＴＡ会長 はい。 
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太田委員 ありがとうございます。 
 課題は大きく８つほどに分けているのですが、情報の整理・発信ですとか、

学習の機会というものをどういうふうに広げていく必要があるかといったこ
と。それから、学習の成果を生かすというようなことに関する課題、それか
ら市内のさまざまな資源をどう活用するかといったこと、学習をサポートす
る人をどう育成し、連携していくかということ、それから市のほうで生涯学
習の理念をどういうふうに市民の皆様に伝えていくのか、何かしらの事業を
するとしたら、それをどう評価するのかといったようなことについてまとめ
てあります。 
 ご意見をお聞きしたいというのは幾つかポイントがあるわけなのですが、
お配りしています資料１に質問項目を一番下に１から５ぐらいで掲げてあり
ますけれども、１枚目の一番下の３．主な質問項目についてというところで
すが、上から順に質問をさせていただければと思いますので、ご意見をいた
だければありがたく思います。 

 では、１番目からお聞きしたいと思いますが、今回は一中のＰＴＡさんの
代表ということでご意見をいただきたいと思いますが、一中ＰＴＡさんのほ
うで活動される中で、資料２に挙げております課題の中で特に重要度が高い
と思われる項目があれば、どのあたりがそれに当てはまるのかということを
まずお聞きしたいのですが、いかがでしょうか。 

 
一中ＰＴＡ会長 まず、生涯学習という言葉が浸透していないし、理解もされてい

ないというところが、どの質問に行くに当たっても最初にそれは出てくるか
なというところはあります。 
 それで、ＰＴＡというのは幼稚園、今ないところもありますが幼稚園から
小学校、中学校、高校もありますし、今は大学もあるところもあるとは、活
動はどうかわからないのですが、見まして、小学校ぐらいまではＰＴＡとい
うと子どもと一緒に何かをしていくとか、子どものためにとか子どもと一緒

に楽しく何かをするという活動が多いのですが、中学校になってくるとあま
り子どもと一緒というと子どもも嫌がりますし、子どもと一緒というような
活動は減ってきまして、生徒のためにというようなことはもちろんなのです
が、そこから何となく保護者が独立してくるというか、そういった内容の活
動をしていくというところが、生涯学習というところと移行してくるのかな
という感じはありまして、生涯学習元年というかそのあたりから生涯学習と
いうような意識を持った講座などをやっていけるといいかなという思いはＰ
ＴＡとしてもあるのですが、やはりなかなか生涯学習というような意味とか
も理解されにくいですし、今まで小学校までは子どものためにとか子どもと
一緒にやっていたというようなところを重要視する人がやっぱり多いので、
そのあたりの意識の改革がなかなか難しいというところが活動していく上で
難しい点であり、そこを変えていくところがポイントが高くなっていくのか

なという思いがあります。 
 
太田委員 ありがとうございます。 

 そうすると、まず生涯学習という言葉がどういったものを示すのかという
のがわかりづらいというのと、それをどうしたらＰＴＡの方々にＰＴＡの活
動と重ねて捉えていただけるかということが課題であるということですね。 
 となると、資料２の課題のほうでもし重ね合わせて重点課題として考える
のであれば、３ページにあります３３番、これはちょっと違いますね、計画、
理念の話ですね。 
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一中ＰＴＡ会長 大きい番号の２番の終わりのほうの市民としての力を育てるとか
のあたりとか……。 

 
太田委員 ２ページの一番上の④ですね。 
 
一中ＰＴＡ会長 ④のあたりとか、大きい３番の②の市民活動の連携といったとこ

ろのあたりになるかなと。 
 
太田委員 そうですね。学習の機会を広げるということで特に市民としての力を育

てるとか、市民活動の連携といったことが重要だというご意見ということで
よろしいでしょうか。 

 
一中ＰＴＡ会長 はい。 
 

太田委員 ありがとうございます。 
 ほかには、ここに挙げられている課題で特に重要だと思われることはあり
ますでしょうか。 

 
一中ＰＴＡ会長 情報の整理・発信というところは本当に重要で、ほとんどいろい

ろな情報が一元化されていないというところで、ＰＴＡでも何か家庭教育学
習会とかの補助金を申請しようとしても、今はホームページにも載っていな
いし、知る人ぞ知る補助金となっている、３年前ぐらいから私も言っている
のですが、広く発信されていない情報もありますし、あと市内の何か家庭教
育学習会といったらいいのですか、ＰＴＡで文化的セミナーを行おうと思っ
ても、なかなか市内で自分たちが希望する講師の方を探すということもなか
なか難しいかなという、そういったことが整備されていればいいのかなと思
うところがあります。 

 
太田委員 情報の整理・発信というところと、おそらくは３ページにあります（３１）

に関わるようなところも関係するのかなと思いますが、あとは資源の活用と
かということも関わるでしょうか。 

 
一中ＰＴＡ会長 そうですね、資源……。 
 
太田委員 ありがとうございます。 

 委員の皆様のほうで、１つ目の質問について特にお聞きしたいということ
がある方はいらっしゃいますでしょうか。 

 
間瀬委員 間瀬です。質問に対して答えようとされているというよりは、多分今お

持ちの意見をご自由にお話しされていると僕は感じたのですね。だから無理
に項目でかっちりやると逆に大変だと思うので、もう少しざっくばらんにお
伺いしようと思うのですけど、初めに生涯学習のお話がＰＴＡの活動と重な
ってくるかもという元年かもというお話を聞いたときに、初めに中学生とか
をほとんどイメージしていたのですけど、そうではなくて保護者のほうをお
っしゃっているのですね。保護者の方が、例えば生涯学習元年だとして、ど
ういったことを学習するとか、したいとか、あるいはしたほうがいいのかと
か、具体的なニーズとかってあるのですか。こういった内容のことを学べた
らいいとか、学びたいとかということというのは。 
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一中ＰＴＡ会長 具体的なニーズという感じではないのですが、どうしても何か子
どもと一緒にやる楽しいこととか、子どものための何かというような直接子

どもと関係するようなことを学ぶことの題材に選ぶことが多いのですね。し
かしそういうわけではなく、ちょっと１歩、間接的に子どもにもいいことに
なるだろうなというような自分を高めるような何かセミナーとか講座を開け
るといいのかなと思うのですが、それがいいというふうになかなか意見とし
て出にくいというところが難しいなと思っていて、具体的に、じゃあ、何だ
ったらいいというところまで私たちはまだ議論ができないというか、検討が
できない状況ですけど。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 続けるのであれば子どもと間接的、場合によってはもう子どもと直接関係
なく、自身のためにとってもということもあり得るということですか。 

 

一中ＰＴＡ会長 そうですね、それも極端にというと難しいのですが、そういうこ
ともいいのかなとは思うのですが。 

 
間瀬委員 なるほど。公民館とかだと保育室みたいなのがあって、子どもを預けて

自分自身が学ぶという、別に子どものために学ぶのではなくて自分自身が学
びたいことを学ぶためにというような仕組みがあったりするのですけど、そ
ういったイメージもあるということですかね。 

 
一中ＰＴＡ会長 あまり離れてしまうといいというか、全くというわけにはいかな

いと思うのですが。 
 
間瀬委員 ＰＴＡの目的の範囲の中で……。 
 

一中ＰＴＡ会長 そうですね、やっぱり保護者の教養を高め、交流を深めるという
ような意味がありますので、そういったことに、それに基づいているような
ものであればいいのかなと思います。 

 
間瀬委員 わかりました。ありがとうございます。 
 
太田委員 ＰＴＡの活動の中で、今おっしゃったような講座なり学習会といったも

のを企画しようとしても、なかなかそれが実現しにくいというようなことと、
あるいはさっきお話に出たように補助金などもあるにはあるのだけれども、
情報が非常に届きにくいというようなことがあるということでよろしいです
か。 

 

一中ＰＴＡ会長 はい。 
 
太田委員 ありがとうございます。 

 ほかの委員どうぞ。 
 
牧野委員 牧野ですけど、先ほど生涯学習というのが浸透していないという話があ

りましたが、実際に一中のＰＴＡのサークルであったりというのがあるかと
思うのですが、あとは先ほど家庭教育学習とか、そういうあたりが生涯学習
だという認識を皆様がお持ちでやっているかどうかというあたりは、その辺
はどういう、で、実際にどういう活動をされているのかというあたりも、あ
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りますよね。 
 

一中ＰＴＡ会長 あります。サークルとしてはコーラスと、あとバレーボールがあ
ります。バレーボールについては、ここの中にあってスポーツの、５番で文
化・芸術とスポーツを振興していくことというところがありまして、バレー
ボールは一中の中でもサークルとなっているのですが、市内の公立小中学校
は全てにバレーボールサークルがありまして、それは年に１回市内の大会が
ありまして、ＰＴＡバレーボールということなので先生方も入ってくださっ
ていて、１年に１回大きな大会があって、それはそういうスポーツを通じて
交流も図れますし、市内全部の学校が参加しているということでわりと意義
が深いものかなと思っているのですが、それが生涯学習というふうには、お
そらくバレーボールをされている方たちは全く感じていないかなと思います。 
 

牧野委員 歌もある？ 

 
一中ＰＴＡ会長 コーラスですか。コーラスは地域の行事に参加したりしておりま

して、そういう意味では地域との交流ということで意味もありますし。ただ
やはり好きな人がやっているというようなイメージが強くて、それが生涯学
習というような意味を持たれてやっていらっしゃる方は非常に少ないと思い
ます。 

 
牧野委員 ありがとうございました。 
 
太田委員 よろしいですか。 
 
牧野委員 はい。 
 

太田委員 すみませんどうぞ。 
 
田中委員 すみません、田中と申します。今のことに関して質問なのですけど、子

どもが中学校に入ってだんだん卒業していってしまいますと、今おっしゃっ
たようなサークルでせっかくバレーボールをやったコミュニティができたと
しても、子どもが卒業しちゃったらそこから出ていかなければならない感じ
ですか、それとも残れるのですか。 

 
一中ＰＴＡ会長 おそらく小学校は次に中学校があるので、残ってやるというシス

テムもあまりないですし、残っていらっしゃる方もあまり聞かないのですが、
中学校はもうそこで、高校になっちゃったら全く違うところに行ってしまい
ますので、ＯＢ枠というので、コーラスはいいのですけど、バレーボールは

ＯＢ枠で練習にはいらしているのですけれど市内の大会には出場できないと
いうことになっておりまして、それなりにＯＢの、またＯＢの方たちだけで
バレーボールチームをつくられる方もいらっしゃいますし、それぞれＰＴＡ
から離れた団体のバレーボールに所属されて活動されていらっしゃる方もい
らっしゃいます。コーラスのほうは特にそういった大会とかはないので、Ｏ
Ｂの方も入られてずっと一緒に活動しております。 

 
田中委員 ありがとうございます。 
 
柳田議長 先ほど、いろいろな講座を開くにも講師を探すのが非常に大変だという
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ことでしたけれど、例えば市役所とかに、ここに問い合わせれば、こういう
ことがやりたければこういう講師がいるよ、という情報があると助かるとい

うことでしょうか。 
 
一中ＰＴＡ会長 例えばわくわく塾くにたちとかは幾つか講座というか講師の方が

あるようなお話があったり、あとは総合体育館で何か講座が、たしか年に幾
つかご紹介してくださるようなものもあるのですが、なかなか自分たちが開
催したいと思う日程とかと合わなかったりして難しいところはありますが、
その２つに関しては情報としてはあるのですけれど、もし何か生涯学習とい
う感じがしたり、ＰＴＡに向いているなというような講座を探したいなとい
うときに、特に何でそれを得意とするものを探すというと、ちょっと探しに
くいかなと。広くいろいろなものを探していかないとたどり着けないといっ
たことがあるかなと思います。 

 

間瀬委員 過去にそういった講座とかをされてきているということの認識があって、
それでいつもどういった先生に何をお願いしようかということを困っていら
っしゃるという感じ……。 

 
一中ＰＴＡ会長 そうですね。 
 
間瀬委員 どういったことをこれまでやられてきていて、代表的なもので、こうい

ったものが人気があったとか、そういうのはありますか。 
 
一中ＰＴＡ会長 近々では、中学校なので思春期の子どものことに関する講座とい

うのがありました。その前は、何かＰＴＡで意見が出てくるとそちらになび
くという形になってしまうので、その前には先生との話し合いの会みたいな
ものとか、あとはコサージュをつくるみたいなものとかで、それぞれどうい

った講座を開いても、行かれた方は皆様満足されるのですけれど、でも人数
的には非常に少ないです。今大体一中で家庭数的に４６０ぐらいあるかと思
うのですが、ＰＴＡの会員として、いらっしゃる方は２０人とか３０人とか
という感じですね。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 
 
太田委員 ありがとうございます。非常に多彩な活動をされているということがよ

くわかりました。必ずしもそれに参加されている方や企画されている方々が
生涯学習だと認識する必要はおそらくないわけで、大事なのは市のほうがそ
ういった活動を生涯学習の推進という枠組みの中できちんと支援していくと
いうようなことなのかなと思いました。具体的な話が聞けて大変参考になり

ました。ありがとうございます。 
 では、次の質問に移らせていただいてもよろしいでしょうか。質問項目の
２番目になりますけれども、すみません、またこちらが用意した課題に話が
戻ってしまって恐縮ですが、ここに書かれているような課題、例えば内容や、
あるいは表現、言葉の使い方などでも結構ですが、これはちょっと修正した
ほうがいいとか、ちょっと認識が異なる立場もあるのではないかというよう
なことが、もしお気づきの点がありましたらお聞かせいただけますでしょう
か。 

 
一中ＰＴＡ会長 特に何か、どれを、どこを修正したほうがいいというようなこと
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はちょっと難しい……。 
 

太田委員 ちょっと答えづらい質問ですよね。すみません。 
 
一中ＰＴＡ会長 それは言葉とか何かじゃなく、検討の中で変わっていくことなの

かなと思いますので、なかなかお答えしにくいというか、すみません。 
 
太田委員 すみません。ありがとうございます。 

 委員の皆様から何かありますか、この点に関しては。 
 
田中委員 田中です。２の項目の（５）ということになりますけども、主体的に学

習に取り組むことが難しい状況にある人というところですけども、特にいじ
め、不登校、ひきこもり等の課題を抱えており、学校から離れた人や学校に
居場所のない子ども・若者に対して地域での支援が十分でない、ちょっと中

学生にも関わることかと思うのですけど、このことについてはどのようにお
感じになりますか。そしてその次の（６）もなんですけど、子どもを多様な
学習の機会につなげる仕組みが十分でないと書いてありますが、その点につ
いても、もしご感想かご意見があれば伺えればと思うのですが。 

 
一中ＰＴＡ会長 この（５）に関しては、正直読んだときに生涯学習の機会から取

り残されているのか、学校というか本来の学習から取り残されているという
ことを言っているのか、生涯学習の機会から取り残されてというふうに書か
れてはいるのですが、そのあたりが文章から難しいなと思いながら読んでお
りました。 
 子どもを多様な学習の機会でつなげる仕組みが十分でないというほうに関
しては、子どもだけと考えるとわりといろいろな、例えば自然クラブみたい
なものとか、あと古武道とか、何かいろいろな機会とかお知らせは学校を通

して結構配付されておりまして、仕組みとかいうことになってくると何か十
分ではないというところがあるのかもしれないのですが、市内の公立の学校
に通っていると意外に機会としてはあるのではないのかなとは思っておりま
す。仕組みというところまで、何かちょっと引っかかるところはあるのかな
とは思うのですが。 

 
太田委員 よろしいですか。はい、ありがとうございます。 

 ほかにありますでしょうか。 
 
柳田議長 柳田です。 

 先ほど情報のことについてお話がありましたけれども、特に１の（２）の
ところについてですが、情報を得る手段として紙媒体がいいとか、それとも

インターネット等の情報がいいのかというのはそれぞれかと思うのですが、
保護者の方ですと情報を得るのにはどういう手段をとっている方が多いのか
なということをお聞きしたいのですが。 

 
一中ＰＴＡ会長 ファーストタッチの段階と、そこで見てさらにもう一回その情報

を得るとか、真剣に見てみるとかそういったところもありますので、そうな
ってくると違う媒体になってきたりするのですが、やっぱりＳＮＳというの
を利用されている方はもちろん多いのですが、かといって皆様忙しいのでい
つも見ている方がいる、多いわけでもないので、掲示板とか何かでちらっと
見かけたとか、子どもの手紙で見かけたとかなんだけど、じゃあ、それをも
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う一回日にちとかよく見てみようかなと思ったときにいざ手元にないから、
それでまたホームページで見られるといいのかなという感じはありますね。

ですからファーストタッチの段階と、さらにもう一回自分でそれを行こうと
思ったときと手段は少し違うのかなと思うのです。 

 
柳田議長 ありがとうございました。 
 
太田委員 そのほか、いかがでしょうか。 

 では、先ほど１ページ目の（５）（６）あたりで、ややこういう仕組みとか、
生涯学習機会というような捉え方でいいのかというようなご意見もいただき
ましたが、ほかは特には現時点ではないというようなことで先に進めてもよ
ろしいでしょうか。 

 
一中ＰＴＡ会長 はい。 

 
太田委員 はい、どうもありがとうございます。 

 では、３番目の項目に移りたいと思いますが、資料２の課題以外で、特に
ここに書かれてはいないけれども生涯学習の推進をしていく上で問題だと感
じていらっしゃるようなこと、課題だと思われるようなことがほかにありま
したら教えていただけますでしょうか。 

 
一中ＰＴＡ会長 やはり生涯学習というと何かすごく広くなってしまって、そうで

すね、課題、とにかくそこが課題というか、本当にそこが課題という感じで
すかね。 

 
太田委員 何をどう推進したらいいのかというところのイメージがまずつかみづら

いというところが。 

 
一中ＰＴＡ会長 はい。 
 
太田委員 生涯学習という言葉を使わなくても、例えばサークルの活動ですとか、

学習会を企画するときのことですとか、あるいはさまざまな文化活動、スポ
ーツ活動、レクリエーション活動などいろいろな場面で行われていると思う
のですが、そういったものをもっと盛り上げていくためにこういうことがあ
ったらいいというようなイメージでお話しいただければと思うのですが。 

 
一中ＰＴＡ会長 そうですね……。 
 
太田委員 もし特にこれというものがなければ無理に出していただく必要はありま

せんので、すみません。 
 委員の皆様から何か聞きたいというようなことがありますでしょうか。 

 
間瀬委員 今ご活用されている国立市の行政との関わり、例えば先ほどわくわく塾

という言葉が出ましたけど、何か場所を使ってとか、こういう制度を使って
いるとか、助成金の仕組みを使っているとか、あるいは職員さんにこういう
ことを手伝ってもらっているとか、行政から支援を、何らかサポートを受け
ているなと思うことはありますか、現状で。 

 
一中ＰＴＡ会長 現状で？ 現状では一度青少年課でピーポくんの活動、プレート
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を作っていただいているというところが一番行政の支援を受けているという
ところです。あとはその家庭教育学習会の補助金というところが行政と関わ

っているところです。あと、先ほど言いましたバレーボール大会は、いろい
ろありましたが一応総合体育館でさせていただくということで何らかの関わ
りを持ってやらせていただいております。 

 
間瀬委員 そしたら、そういったものがあることによって活動ができているとかと

いうような、そういうサポートがないと、例えば補助金の情報なり、補助金
がないと難しいということですかね、今やられているそういった学習会だっ
たりサークル活動。 

 
一中ＰＴＡ会長 難しいというところまでではないのですが、やはりそのほうが助

かるというか、市内共通で活動ができることにつながります。 
 

間瀬委員 おそらくそういった観点から、ほかのサークル活動がこれから新しい学
習会をやるときに助かる、こういうのがあればまたより助かるのだけどなと
か、今やられていることでも、もう少し手厚くとか、こういうところを工夫
してもらえれば、例えば補助金の出し方とかもそうかもしれませんけど、そ
ういったところで何かあればと、すぐに思いつかなければ結構ですけども。 

 
一中ＰＴＡ会長 なかなか、家庭教育学習会の補助金を多分いただくと、おそらく

何か広く広報しないといけないのではないのかなと思ったのですが、そうい
ったところがあるので、ＰＴＡで何かセミナーなりしたときに補助金がいた
だければそれを公開して、地域の方とも交流ができるような会ができるので
はないかなということは思いますね。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 以上です。 
 
太田委員 ありがとうございます。 

 では、質問項目４番になりますが、その他、これまでにお聞きしたことに
関わらず、ご意見・ご提案などがあればお聞かせいただきたいということと、
あと質問の５番目として、活動を続けていく上での要望（ニーズ）などがあ
りますかということがあるのですが、これについては、多分今、間瀬さんか
ら質問いただいたことと大分重なるかとは思うのですけれども、改めて特に
何かあればお聞きかせいただきたいと思うのですけれども。これまでのお話
の中でも大分いろいろなことをご紹介いただいたので、ほかにもしあればと
いうことでお願いしたいのですが。 

 

一中ＰＴＡ会長 今の段階では、ＰＴＡとして活動している分においては、今ご紹
介していた内容で補助金とか支援を続けていっていただけると、もう少し市
内共通での活動ができていけて、輪が広げていけるかなというところを思っ
ています。 

 
太田委員 ありがとうございます。そのＰＴＡの活動を、ＰＴＡだからというよう

なことで支援するというよりは、広く生涯学習の一部であるというような位
置づけで市のさまざまな部署からもいろいろな形での支援がこれから充実し
ていけばというようなことかなと思うのですが、補助金のことも含め、その
他の活動のしやすさというようなところをこの生涯学習推進計画の中にきち
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んと盛り込んでいければというふうなことで理解したのですが。 
 

一中ＰＴＡ会長 そうですね、ＰＴＡにとどまらず、やはり地域の方とつながりを
持てるような活動ができていけると、全て子どものことに関してもいい影響
があるのではないのかなと思いますので、ＰＴＡ孤立で何か活動を続けてい
くというよりかは広がった活動ができていけるのではないのかなと思ってお
ります。 

 
太田委員 ありがとうございます。 

 そのほか、委員の皆様からぜひお聞きしたいというようなことがあります
でしょうか。 

 
間瀬委員 例えばほかの地域とかほかのＰＴＡとか、全国の事例までご存じとかと、

近隣の地域の事例までご存じかどうかわかりませんけれども、もしご存じの

中でこういうところがうらやましいな、あそこはとか、そういったことって
感じたことはありますか。 

 
一中ＰＴＡ会長 うらやましい……。 
 
間瀬委員 わりに現状に満足されていますかね、先ほどから聞いていると。 
 
一中ＰＴＡ会長 大きく望みは持たないようにしております。なんですが、そうで

すね、うらやましい、３・１１の震災があったときなどに、やはりそこの地
域の方などが来てくださって、実際お話ししてくださったという学校とかも
ありまして、一中のＰＴＡもちょっとつながりを持っているところはあるの
ですけれど、たしか実際にそちらの方が来てくださって何かお話をしてくだ
さったというところがなかったので、ちょっとそれは大きな動きなのかなと、

で、一中ではできなかったのかなと思うのですが、そういったことは、すぐ
にそういうことができるというところがうらやましいなと思ったところはあ
ります。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 
 
太田委員 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 
 どうぞ。 

 
田中委員 一番初めにおっしゃったことがちょっと引っかかっているのですけど、

子どもがだんだん手が離れていきますね。そうするとやっぱり自分を高める、

高めたいとか、あるいは例えば再就職したいとか、お仕事も、小学校に比べ
ると多分仕事に復帰される方とか、パートにしても正社員にしても復帰され
る方がふえてくるのが中学校だと思うのですけど、そういうときにやっぱり
学習だけではなくてビジネスといいますか、資格とかそういうのも、女性、
特にＰＴＡはお母さんのほうが多いと思うのですけど、ニーズが高いのでは
ないか、そういうことについてはどのように思われますか。その時期の保護
者の皆様の悩みといいますか、それについて。 

 
一中ＰＴＡ会長 地域性もあるかもしれないのですが、ビジネスチャンスとかビジ

ネス的な何かを高めるというと、かなり人によって興味の対象が違っている
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ので、そういったことでのセミナーとかは難しいところはあります。 
 

田中委員 ＰＴＡのなり手の方というのは小学校に比べて、中学校ではなり手が減
っていくということがあると思うんですけど、皆様お仕事に行ってしまうか
ら、なかなか昼間集まることが無理になるというか、その点はいかがですか。 

 
一中ＰＴＡ会長 私が体験してきた小学校、中学校では、小学校では――そういう

言い方をすると議事録に載っちゃうからあれなのですけど――小学校は６年
間あるので、１年間各クラス５人という規定があったとしても、５×６で
３０ということで大体１クラス分、誰もが必ず当たるという状況があるので、
自分が都合のいい年に委員をやろうというように積極的に出てくださるので
すけれど、例えば中学は同じ委員の数でも３年間しかないと１５人しか当た
らないのですね。そうすると、例えばクラスが３０人だと半分しか当たらな
いのだっていうところから、やらないで済む確率のほうが高いなという思い

になってしまうので、積極的に出るのはやめようと。きっと小学校のころや
ってくださっているので気持ち的にはそんなに差はないと思うのですけれど、
何か当たらずに済む確率が高いのだったらそちらにかけようという気持ちが
強くなってくるので、やってくださる方が少ないというようなイメージが。 

 
田中委員 ありがとうございました。 
 
太田委員 よろしいですか。 
 
田中委員 はい。 
 
太田委員 そのほか、いかがでしょうか。 
 

間瀬委員 まだ時間は大丈夫なのですね。 
 
太田委員 まだあと５分ほどあります。 
 
間瀬委員 じゃあ、やはり田中さんと同じようなことで、私も最初のお話が非常に

興味深かったのです。生涯学習というコンセプトを知っているかどうかは置
いておいても、中学生をお持ちのご父兄の方々、お母さん、お父さんですけ
れども、ご自身が子どものこととはまた別として、自分自身がこれから生き
ていく上で関心を持って学びたいこととか、やりたい活動とかということに
アクセスしていくことというのは、時間がないかもしれませんけど、学習権
としては保障されているという発想があるのですね。そういうことに気づか
ず、学びたくても学べないとか、学べるチャンスが本当はあるのだけど、そ

ういうことも忘れて日々生活しているというようなこともあるかもしれませ
んけども、そういったことを念頭に置いた上で、代表して語れることはでき
ないと思うのですね。よくあるのは個人かもしれないし、自分の周囲のお話
でも結構ですけど、先ほどＰＴＡの活動でやることに関しては子どもと関わ
りのある学習会ということになってしまいますけど、それはさておいて、何
か今こういったことに関して学んでいきたいとか、活動というか、具体的に
実践することができたらいいのになとか、時間があればとかという前提です
けれども、ありますか。 

 
一中ＰＴＡ会長 そうですね、自身が、何だろう。本当に代表して語れるというこ
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とは難しいかなと思うのですが、非常に難しい……。何だかんだ言ってもや
はりまだ子どものこととかが気にかかっているので、どうしてもまだ自分の

ことをなかなか考えにくいというところもありますし、皆様仕事をしている
と、そこの面でそれこそビジネス的に何か高めたいと思うことはそれなりに
持っている、私も思いますし、思っている方も多いですね。そういった講座
にここで通われている方は結構多いですね。 

 
間瀬委員 わかりました。ありがとうございます。 
 
太田委員 よろしいでしょうか。 

 そろそろ時間なのですが、短い質問で何かどうしても最後にお聞きしたい
というようなことがありましたら。特になければこれで終了とさせていただ
いてもよろしいでしょうか。 
 はい、では、いろいろとお答えのしづらい質問を次々とさせていただきま

して、すみませんでした。貴重なご意見や活動の詳細などもご紹介いただけ
て大変勉強になりました。ありがとうございました。 

 
柳田議長 それでは、以上をもちましてヒアリングを終了いたします。本日はお忙

しいところ、貴重なお話をお聞かせいただきましてありがとうございました。 
 
一中ＰＴＡ会長 ありがとうございました。 
 
柳田議長 一旦ここで休憩とさせていただきまして、７時半から再度、公民館運営

審議会さんのヒアリングをさせていただきたいと思います。 
 
２．ヒアリング（公民館運営審議会） 
 

柳田議長 皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。
私は、第２１期国立市社会教育委員の会の議長で、本日の司会をいたします
柳田と申します。よろしくお願いします。 
 本日は第２１期国立市社会教育委員の会、第１５回定例会と題し、国立市
社会教育委員の会で諮問、生涯学習振興推進計画にかかわる基本施策の体系
や重点施策とそのあり方について答申を作成する上で参考とするため、率直
なご意見をお伺いしたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。 
 初めに配付資料について、事務局よりご説明申し上げます。 

 
事務局 社会教育委員の会の皆様は資料確認が済んでおりますので、公民館運営審

議会の皆様の資料確認をさせていただければと思います。本日の次第、第
１５回定例会と書かれております次第と、右上に資料１とございます「本日

の流れ等について」と書かれたもの。あと右上に資料２と書かれております
「国立市生涯学習に関わる課題について」と書かれたもの。あとカラー刷り
のもので「第２回家庭教育講座」と右上の書かれたもの、こちらは事務局か
らのお知らせになるのですけれども、９月１０日にこういった家庭教育講座
を実施させていただきますので、ご興味のある方はぜひお越しいただければ
と思いますので、よろしくお願いいたします。 
 配付資料は以上になりまして、先ほど傍聴されていた方でそれ以外の資料
をお持ちの方は、恐れ入りますが今確認しました以外のものは傍聴用の資料
になりますので、お帰りになる際はそれ以外のものは机に置いてお帰りいた
だけますよう、よろしくお願いいたします。 
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 資料確認は以上でございます。 
 

柳田議長 では、早速ですがそれぞれのＡ班、Ｂ班の説明担当委員を中心にヒアリ
ング、意見交換を始めていただけますようお願いいたします。では、よろし
くお願いします。 
 音声の関係で扉を閉めさせていただきますので、お願いします。 

 
２－１．ヒアリング（Ａ班） ※Ｂ班と同時進行 
 
太田委員 すみません、社会教育委員の会の副議長をしております太田と申します。

本日はこちらの進行を担当させていただきます。よろしくお願いします。こ
こが閉まるまで待ったほうがいいかと思います。 
 すみません、待っていると時間がかかるかもしれないのでやりたいと思い
ます。失礼しました。 

 では、最初にまず自己紹介からさせていただければと思うのですが、恐縮
ですがこちらの社会教育委員から簡単にお名前、所属などを紹介させていた
だきたいと思います。じゃ、牧野先生のほうからぐるっと、着席のままで結
構かと思います。 

 
牧野委員 社会教育委員、牧野陽一郎です。国立第八小学校の校長、校長会の代表

ということで出席しています。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
川廷委員 図書館協議会から出ております川廷と申します。よろしくお願いします。 
 
太田委員 先ほども申し上げましたが副議長をしております、一橋大学の太田です。

よろしくお願いいたします。 
 

田中委員 田中えり子と申しますが、くにたち地域コラボといいまして、国立市の
中間支援組織なのですけど、市民活動の支援を行っている団体から出ており
ます。よろしくお願いいたします。 

 
中野委員 私は育成会の中野と申します。青少年育成地区委員長会から出ておりま

す。よろしくお願いいたします。 
 
太田委員 では、公運審の皆様のほうからも簡単に自己紹介をお願いできればと思

いますが、順番にお願いします。 
 
公民館運営審議会委員（以下、公運審委員）① 公運審委員①といいます。公民館

利用者連絡会から来ました。よろしくお願いします。 

 
公運審委員② 公運審委員②と申します。南部地域の代表ということで公運審のほ

うをやらせていただいています。よろしくお願いします。 
 
公運審委員③ 公運審委員③と申します。青年室利用者の代表として今回参加させ

ていただきます。よろしくお願いします。 
 
公運審委員④ 公運審委員④と申します。学識経験者ということで選ばれているの

ですけども、昭島市の公運審を２年やって、神奈川県の座間市の社会教育委
員の会の議長もやっておりますので、時々頭が混乱することがあるかもしれ



 15 

ませんけども、よろしくお願いします。 
 

公運審委員⑤ 公運審委員⑤です。国立第三中学校の副校長です。副校長会代表と
いうことで出ています。よろしくお願いします。 

 
太田委員 よろしくお願いいたします。 

 では、始めさせていただきたいと思うのですが、私どもでは公運審さんの
ほうでどういった活動をされている方々がそちらの委員として参加されてい
るのかということが、申し訳ないけどもあまり把握できておりませんで、お
聞きしたい項目の中には、それぞれ皆様の活動の中で感じていらっしゃるよ
うな課題といったものをお聞きかせいただきたいと思っているわけなのです
が、まず簡単に、学識経験の先生、それから校長先生は特に団体の活動とい
うようなことでご紹介いただく必要はないかと思うのですが、公運審委員①
さん、公運審委員②さん、公運審委員③さんのほうから、どういった活動を

されていて、どういったお立場から本日ご意見を寄せていただけるのかとい
ったことを簡単に最初にお聞かせいただけると大変助かると思っているので
すけれども、お願いしてもよろしいでしょうか。 

 
公運審委員① 私は公民館の利用者、いろいろな団体がありますけども、その利用

者の団体の会があるのですよね。そもそも始まりは、公民館は１つしかない
のですけど、利用するに当たって利用者の申込日があって、そのときは朝早
くからダーッと並んじゃって、先着順ということで。これは大変だというの
で利用者の団体が集まって、全部じゃないですけどね、加入した人が集まっ
て、どういうふうに話し合いでもって調整したものを朝一番に持っていって
受け付けてもらうというようなことから始まったのですね。それがついこの
間というか五、六年前になりますかね、もっと前、利用者の調整会というの
ですけど、それを公民館主催でやればそんなに朝早くから並んだりとかしな

くてもすむのではないかということで、今公民館主催で申し込んだ人が集ま
って調整会というのをやるのですよ。それは、今はいろいろなところに公民
館がありますけど、それがコンピューターでもって一斉に受け付けて決めち
ゃうとかというのがあるのですけど、国立市の場合は話し合いで、重ならな
かったらそのまま申し込めるのですけど、重なった場合にどういうふうに利
用しようかと、話し合いで、じゃあ、半分ずつやろうかとか、今週私たちが
やったから来週はあなたがとってとか、そういう形でやってとなっていった
のですね。そういう面では非常に細かい時間の案分ができるということで、
またそれと同時に利用者の団体のコミュニケーションというのですかね、ど
ういう人たちが公民館に集まってどんな活動をしているかということが、顔
見知りになっていくということでコミュニケーションの交流ができるという
ことが大きなメリットですね。そればかりじゃなくて、利用者の人たちの公

民館に対する意見とか要望とかも、ある程度要望を受けて、それを公民館の
人の申し込むというような形で活動しています。ですから、ただ単に調整だ
けでなくて、公民館が使いやすく、市民の活動が活発になるようにというよ
うなことで公民館にお手伝いして、公民館をきれいにしようかとか、あるい
は交流会で文化祭のときにはお手伝いするとかいろいろなことをやっていま
す。そういうようなことでやっているのですが、なかなか公民館を利用する
ために利用者の会に入らなくても申し込める、使えるのですよね。ですから、
その会に入ると一応調整するための準備というので半年に１回とか当番が回
ってくるのですね。それが嫌だから、別に入らなくても公民館を使えるのだ
からというので、利用者の団体に入るサークルが、高齢ということもあると
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思うのですけどもだんだん減ってきているというのが現状です。そういう面
ではせっかく公民館というものがあるのに、ただ自分たちがやるだけが使え

ばいいというのではなくて、やっぱり使う人たちが集まっていろいろな問題
とかコミュニケーションをやって、いろいろなこの問題とかもっと活発に話
し合って、国立市の町を活性化というか住みやすくなるようないろいろ問題
も話し合えるのではないかというのが今持っているあれですけどね、という
ふうなことです。 

 
太田委員 ありがとうございます。すみません、公運審委員②さんもお願いできま

すでしょうか。 
 
公運審委員② 私は公民館の活動に直接に関わっているわけじゃないのですけれど

も、南部地域の自治会の役員を経験したということで、自治会もしくは老人
会とか、そういった中でボランティア活動をしながら地域の住民の人たちと

コミュニケーションを図っていくといったことをやっております。公民館の
公運審には入ってはいるのですけれども、なかなか南部地域というのは国立
市の中でも公民館とかそういう市政の恩恵にあずかれないという部分が非常
に強いということで、何かそういうボランティア活動をしながら公民館の活
動なんかとうまく調整していけないかどうかということをいろいろ考えてい
るのですけども、そういう状況です。 

 
太田委員 ありがとうございます。では、公運審委員③さん、お願いできますか。 
 
公運審委員③ 私、先ほどの自己紹介で青年室を利用していると言ってしまったの

ですが、もしかすると知らない方もいるかもしれないので一応その辺のお話
もしますと、国立市公民館の入り口からちょっと半地下になった部分に、ロ
ビーの横に今喫茶わいがやという喫茶店をやっているものの横に青年室とい

う空間があるのですけど、そちらを、青年を中心とした団体というところで、
その活動に関わっている人たちの拠点というか活動場所、居場所として使わ
せていただいています。 
 しょうがいしゃ青年教室といって、今は知的しょうがいの方がほぼなんで
すけど、そちらの講座活動のスタッフとしてボランティアとして基本的には
参加しておりまして、私自体は現在大学院生なのですけど、私のような大学
生、大学院生も含めて学生時代から関わって、社会人になってからも継続的
に関わる人であったり、社会人になってから何かのきっかけで講座活動もし
くは国立市公民館を知って関わってきてくださるという方もいらっしゃいま
す。講座の詳細な活動の内容については今は触れないのですが、８つほど種
類があって、そちらを月に１回、曜日だったり時間帯はその講座によって違
うのですけど、そちらに登録してくださっている知的しょうがいがある方の

活動に関して、私自体は料理講座というものに関わっていて、第３土曜日の
夜に公民館の中の自習室を使って一緒に料理などをつくって活動しておりま
す。そのように８つほどあるのでいろいろ関わっている人であったり、人数
がまちまちなのですけど、そういった内容をしている団体になります。よろ
しくお願いします。 

 
太田委員 ありがとうございます。 

 じゃあ、ちょっと順序が逆になってしまったところもあるのですが、本日
どういったことをお伺いしたいかという話をさせていただければと思います。
国立市社会教育委員の会は今第２１期なのですが、昨年の春から今期活動し
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ていまして、国立市の生涯学習振興推進計画でどういったところに重点を置
いたらいいのかというようなことについて検討を続けております。そもそも

生涯学習というものをどういう範囲で捉えるのかというのがとても難しいの
ですが、ひとまず事前に資料をお送りしているかと思いますが、国立市の生
涯学習に関わる課題について、それの一番後、４ページ目になるのですけれ
どもＱ＆Ａというような形で補足的に、生涯学習ということはひとまずこう
いったイメージで捉えていただきたいというような説明を載せました。広く
学校教育、家庭教育、社会教育、それから文化活動、スポーツ活動、レクリ
エーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味などさまざまな場や
機会において行う学習というようなことで考えておりますが、必ずしも生涯
学習という言葉にこだわらず、ふだんさまざまな場所で行われている活動に
ついてこういった支援がもっと必要なのではないかとか、こういったことが、
そういった条件が整えばさらに活動がやりやすくなるといったようなことに
ついてご意見を言っていただければと思っています。お配りしました、お渡

ししました資料は、現時点で社会教育委員の会でこういった課題があるので
はないかというものを列挙したものに過ぎませんで、たださまざまな立場の
方からこういったところがさらに課題として見落とされているのではないか
とか、これは大して課題ではないのではないかとか、そういったご意見をい
ただく機会をつくりたいということで、本日このような場を設けさせていた
だいております。 
 お聞きしたことについては主に４つほどありまして、これも事前にお渡し
しているかとは思うのですが、私どもでここに挙げましたさまざまな課題に
ついて、特に皆様のお立場から重要だと思われるものがありましたらご指摘
いただきたいということ、それが１つ目です。 
 それから修正したほうがいいというご意見がありましたら、それもお聞か
せいただきたい、それが２点目です。 
 それから３点目が、ここに挙げられている課題以外で重要な課題があると

いうようなご指摘がありましたら、それをいただきたいというのが３点目で
す。 
 ４点目はその他ご意見。 
 それで一応５つ目として、５点目としてそれ以外のさまざまなご要望もあ
ればお寄せいただきたいというようなことでお伺いしております。 
 順にお聞きしていきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。はい。時
間も限られておりまして、ちょうどあと６０分ほど時間が残っているような
感じでもあるのですが、一つ一つできれば皆様からご意見をお聞きしたい、
この場に来ていただいている５人の皆様からお聞きしたいと思いますので、
大変恐縮なのですが、それぞれちょっと手短にまとめていただきましてお答
えいただければと思うのですが、よろしいでしょうか。 
 それで、上から順番にということでさせていただきます。まず１つ目の質

問として、活動をそれぞれなさてっている中で、私どもが挙げた課題につい
て、特にこの項目が重要度が高いというものがありましたらお聞かせいただ
きたいと思うのですが、どうしましょう、すみません、お座りの順で、また
公運審委員①さんから一言ずつお答えいただいてもよろしいでしょうか。 

 
公運審委員① このとおりじゃなきゃまずいですか。 
 
太田委員 いえ、この中で特にこれがというようなことがあれば。 
 
公運審委員① 私は公民館の利用者たちの利用の調整をしているのですけど、生涯
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学習というか、皆様いろいろな活動をして自己研鑽というか学んだりしてい
るのだと思うのですよね。ところが利用者が利用している中で、自分たちが

よければほかはいいというふうなある程度の身勝手さみたいなところが往々
にしてあるのですね。やっぱり自分だけじゃなくて自分のグループとか相手
のグループとかうまく活動できるようにお互いに譲り合ってというところが
あるのですけど、中には我を張って自分たちがとれれば、それまで頑張ると
いうか、相手のことを考えないということがある。そういう面では結局自分
たちがやっている活動というか学習というのは何なのだろうというところが、
根本的な部分で皆様考えていないのではないか。例えば学習でも、趣味でも
すぐできればそれでオーケーと、じゃあ、それをやったものが結局どういう
ふうにみんなのためになっていくかというところまで考えていかないと、結
局それは生涯学習として取り組んでもものになっていかないのではないかと、
それは一つは文化と言っていいと思うのです。担い合う社会文化というそう
いうものがないと最終的に自分勝手に終わっちゃうという気がします。１つ

しか公民館はないのですけど、お互いに、じゃあ、あなたの活動をやってい
るか、私のほうがちょっとあれだから、私、使ってねというふうなところま
で、そこまで相手のことを考えていくともっと豊かになっていくのではない
かというところは感じていますね。 

 
太田委員 そういったところの何か分かち合い、譲り合いみたいなことでしょうか。 
 
公運審委員① そうですね。 
 
太田委員 となると、すみません、無理やりこじつけみたいで大変恐縮なのですが、

２ページ目にあります（１７）とか、市民活動、団体同士の連携といいます
か、そういったものに少し関わるのかなと思いながら聞いていたのですが、
そういったふうに理解して問題ありませんでしょうか。 

 
公運審委員① その辺の機会というのですかね、そういうものは一緒に活動できる

場所というか、もっと広い意味でアドバイスができれば、公民館の職員とか
そういうものももっと豊かにたくさんいてもいいということもあるし、そう
いうプログラムを組める人とかそういうのがいてももっといいのではないか
という部分は感じていますよね。 

 
太田委員 職員の配置とかそういったことにも関わるわけですね。そうなると３ペ

ージ目に書かれているようなことにも関わると。 
 
公運審委員① そういう面では、１つしかないから周りの人は来やすいけど、遠く

の人は足が運びにくいとか、そういう意味ではもっと公民館がふえてそうい

う面があって、お互いに文化が高められていったらというふうなことはあり
ますね。 

 
太田委員 施設はもっとふえたほうがいいというようなことでもありますね。 
 
公運審委員① そうですね。 
 
太田委員 ありがとうございます。 

 では、公運審委員②さん、お願いできますでしょうか。 
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公運審委員② 私のほうは住んでいるところがくにたち南市民プラザのすぐ近くな
ものですから、いろいろ関連させていただいているところがあるのですけど、

ほかの北市民プラザとか公民館、もしくは市役所近辺の体育館とかそういっ
た施設の中でやはり一番稼働率が悪いと。大ホールとかあるのですけど、ほ
とんどあいているという状況でして、使用料が高いのか安いのかという部分
もあるのですけれども、なかなかやはり地域的な部分で格差というかそうい
ったものをやっぱり感じざるを得ないという感じで、そういう関係がありま
す。時々やっぱり公民館とかいろいろな形で講座をやっているのを見たり聞
いたりすることがあるのですけど、なかなかそういうところに時間が合わせ
られなかったりして結局参加できないままずっときちゃっているというのが
ほとんどなのですね。ですから、もうちょっとその辺の配慮をしていただい
て、もっと活発な活動をお願いしたいなと思ってはいるのですね。 

 
太田委員 ありがとうございます。やっぱり主には施設の違いだったりとか、高効

率に使えるかどうかというようなことでしょうか。 
 
公運審委員② 図書館も併設していますし、スポーツジムみたいなこともやってい

ますけど、そういうところは結構意外と利用率が高いのですね、スポーツジ
ムなんかは。ただやはりどうしても講座を開くような施設というものがほと
んど利用されていないという。 

 
太田委員 ありがとうございます。ほかの方は……。 
 
田中委員 ちょっと言葉をかえますと、地域格差があるというお話ですよね。つま

り公民館は１個しかなくて、北にしかないから……。 
 
公運審委員② 格差かどうかはわかりませんけど……。 

 
田中委員 公民館ではいろいろな学習が企画されたり、貸出だけではなくてさまざ

まな講座があるけれども、南市民プラザの場合は主に貸出施設が多くて、そ
こが独自に講座を開設したり企画したりということはあまりないみたいな、
ここで言うと、例えば２番の学習の機会を広げるというところがあるのです
けど、その（７）や（８）で特に高齢者について書いてしまっていますが、
生涯学習講座等の開催が十分でないというような、南部のほうでは公民館か
ら遠いのでそういうことが起きているということとして理解してよろしいで
しょうか。 

 
公運審委員② まあ、そうですね。自分たちで年に何回かいろいろやったりしては

いますけれども、それだけではなかなか足りないかなという部分があります。 

 
田中委員 ありがとうございます。 
 
太田委員 ありがとうございます。 

 では、公運審委員③さん、お願いできますか。 
 
公運審委員③ 読ませていただいて、幾つか疑問に思ったことがあったのですけど、

手短にということなので２点お出しします。１点目、青年室を利用している
個人としてと、あと現在私は大学院生で、そちらのほうでスポーツ研究をし
ているのですけど、そちらの点から１つ、思ったことがあるので言ってみま
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す。 
 １つ目、２の学習の機会を広げるというところを読ませていただいて、こ

れは何かコメントというよりはとても私たちは重要だと思っているので強め
に書いてくださいという要望なのですけど、やはりここにも書かれているよ
うにいじめ、不登校、ひきこもりというのはすぐわかるというか、何か社会
的に問題だと言われているようなものでなくても何か個人的な活動がしにく
くて、仲よくなれないとなかなか外に出れないであったり、その１歩目が難
しい方というのがやっぱり何年間か関わっているとその参加者の中にも見ら
れるのと、参加している中でやはり継続的に関わる中で安心感ができて参加
することが楽しいであったり、何か参加することが目的だったのが、その中
から何かまた別の目的を見つけていったりという変化が見られているので、
そういった場所のことであったり、ここに書かれているような課題じゃなく
ても、何かしらみんな困難さを抱えているというところでは、この点は強調
して言っていただきたいなというのがあります。 

 それにつけ加えると、先ほど言った知的しょうがいしゃの方と講座活動を
しているというところを加えると、この学習の機会を広げるというところに、
特に国立市内にいるしょうがいを持っている方に対してのことについては特
に触れられていないというか、ここのところでは触れられていなかったので、
もともとの青年室ができ上がった背景であったり、しょうがいしゃ青年室と
いうところを考えると、やはりしょうがいがある方と一緒に何か困難さとい
うところを一緒に乗り越える、自立していきましょうというようなモチベー
ションでやっているところもあるので、そういったところも明記可能であれ
ばしていただきたいなというのがまず１点目になります。 
 ２点目が３ページ目のスポーツの振興というところなのですけれども、
（２６）のところで環境づくりが十分ではないという記載があったのですけ
ど、この環境づくりというのがこの場合何を示しているのかちょっとわかり
にくくて、というのも、下で書いてあるような何か交流するような機運であ

ったり、コミュニティの支援というところになると、それも環境のうちに、
職員さんであったり、市全体がどれぐらいその支援体制があるかというのも
環境づくりに入ってしまうと思ったので、やはり先ほどからあるように施設
の話をされているのか、そういった専門的に関われる人材が少ないのかとい
う話をしているのかが少しわかりにくいなというところがありました。 
 あと、それと関連すると学習をサポートする人の育成と連携というところ
で、やはり公運審の中だと公民館の中、社会教育主事さんであったりという
ところの専門性のお話はよくするのですけど、議論してやっぱり専門性があ
る人はいたほうがいいよねという話にはなるのですけど、このスポーツの振
興といったときに、スポーツ施設で働いている方の中のスポーツの専門性と
いうところなのか、生涯学習、生涯教育というところにたけている社会教育
主事の方がさらにこのスポーツというところにアクセスできるように専門性

の幅を広げてくれという話をしているのか、職員間同士の連携が必要ですね
という話をしているのかが少しわかりにくかったので、このスポーツの振興
というのを唐突に感じたところがあったので、何かそこをもう少しわかりや
すくしていただけるといいかなと思います。 

 
太田委員 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 
 じゃあ、すみません、公運審委員④さんとお呼びしていいのでしょうか。 

 
公運審委員④ いいです。 
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太田委員 すみません、国立市の状況をごらんになられて、何が課題だと感じてい

らっしゃることもあれば、ぜひそれもお聞かせいただきたいと思うのですが、
いかがでしょう。 

 
公運審委員④ これを読ませてもらって、十分でないというところがすごく多いの

ですよね。それで、例えば子ども・若者の支援、居場所ということについて
は、公運審委員③さんの参加しているわいがやの活動というのは、しょうが
いしゃの若者だけじゃなくて、さらにひきこもりとか不登校の青少年も既に
参加するようになってきて、それで児童福祉の分野との連携というのもいろ
いろ模索しているので、そういう意味では学校だけじゃなくて児童福祉との
連携も模索しているので、そういう意味では十分でないというのではなくて、
その可能性をつくりつつあるというふうに捉えることができるのではないか
なと思っておりまして、なかなか公民館という教育機関でそういう活動を展

開しているところというのは東京都でも全国的にも少ないので、黄色い本の
報告書が出たのですよね、３年間やった活動についての。それを一度お読み
になっていただくとありがたいなと思うのですけど、要するに十分でないと
いうことは、それはそうかもしれないけど、そこの中にいろいろな可能性を
国立はつくってきているのだということを書いたほうがよろしいのではない
かなと。 
 それから高齢者の問題にしても、公民館で高齢者の講座をやって、その後、
そこの修了生たちが国立の中でいろいろなグループというか高齢者のカフェ
とかそういうふうなものを幾つかつくって、それの報告書というか紹介案内
書というかそういうものを、東京都の何か援助金をもらってカラフルなやつ
をつくったのですよ。それは昭島で――短くしますけど――昭島の公民館の
市民大学で国立のそれをやっている方を呼んでそれを報告してもらったので
すね。ところが昭島の行政のほうが力を入れて認知症カフェとかそういうも

のを系統的に地域ごとにつくっていくということに対して、そういう市民に
対して援助していて、今は随分たくさんできているのですね。そういう点で
は国立の高齢者の自主的ないろいろなカフェみたいな活動というのは、まだ
昭島に比べるとちょっと量的には少ないなという話になったのですけど、い
ずれにしろ中央線沿線の市でそういう高齢者向けの、高齢者を中心にした認
知症カフェとかいろいろなものが自主的につくられてきて、そこを支えてい
るのが公民館とかそういうところで学んだ人たちがそれを支える活動に参加
しているということなどがありますので、不十分かもしれないけども、そう
いう可能性をつくってきたということを押さえるとやる気が出る人も出てく
るのではないかなという感じがします。 

 
太田委員 ありがとうございます。確かに十分でないという書き方があちこちに出

てきて、それはさらにネガティブな書き方なのかもしれないと思います。あ
りがとうございました。 
 では、すみません、公運審委員⑤さん、お願いしてもよろしいでしょうか。 

 
公運審委員⑤ すみません、今ここに来ているのですけど、公民館運営審議委員に

なってまだ日が浅く、ちょっとどういうところが十分で、どういうところが
十分じゃないというのが私的にまだはっきり理解できていないので、申し訳
ありません。ただ学校としては、公民館でこんなことをやっているのですよ
という、毎週水曜日か何かに活動をやられていて、私、実は国立市に勤めて
もう９年目になるのですけど、すみません、最近それを知り、最近というか、



 22 

多分すごく手厚くて、例えば三中で何人かお世話になっているのですけれど
も、あるときそこの指導されている方が来られて、それぞれの子の様子がこ

んなんですよと来たら、こんなことをやっていますよというふうな連絡とか
をしてくれて、非常に何かすごく手厚くやっていただいているのだなと。た
だそれを今まで知らなかったというのは、私があまりにも情報が足りなかっ
たのか、それともこちらの宣伝が足りなかったのか、それは全く私の個人的
な意見ですけれども、それぐらいです。 

 
太田委員 ありがとうございます。公民館中心にいろいろな活動をされているので

すが、必ずしも市民が全員それを知っているわけではないし、通勤していら
っしゃる方もたくさんいらっしゃるのに、そこになかなか情報が届いてない
というのが課題であるということですね。ありがとうございます。 
 今ご意見をお聞きしまして、大分この課題に対する修正点みたいな、ここ
はもっと強調したほうがいいとか、もっとポジティブにというようなご意見

もいただきまして、この後お聞きしようと思っていたました２つ目の修正点
に関する質問のほうにも大分お答えいただけたなと思っているのですが、改
めて、すみません、もう一度なのですが、この全体を通して記述が不十分で
あるとか、修正したほうがいいというように思われるところがありましたら
ぜひご指摘いただきたいのですが、いかがでしょうか。 

 
公運審委員④ これは質問ですけど、ここで高齢者と書いてありますよね。 
 
太田委員 はい。 
 
公運審委員④ 高齢者ってどのくらいの高齢者をイメージして書かれているのです

か。 
 

太田委員 それについてはあまり厳密には、委員の中でもすり合わせはしてきてい
ないです。 

 
公運審委員④ 私も高齢者なのですけど、この前医療講演会を聞いたら、これから

１００歳も生きることが可能な時代に日本は突入したっていう、医者が統計
を示しながら言っていたのです。そうすると、高齢者といっても７０前後ま
での高齢者と８０前後の高齢者というのは明らかに違うし、違う問題を抱え
ているということになるから、高齢者というふうに一くくりにまとめて言う
のが果たしていいのかどうかという問題がありそうな気がするのですよ。 

 
太田委員 おっしゃるとおりだと思います。 
 

公運審委員④ だからその辺をどういうふうに書いたらいいかちょっとわからない
ですけども、公民館の公運審委員でも高齢者の方が随分活躍しているので、
そういう意味では、この高齢者の体力面に配慮した足を運びやすい身近な場
所というこの記述は確かに当たっているのですけど、こういうふうに配慮し
なくても活躍している高齢者というのは公運審委員なんかには随分いるので、
そうするとこういう書き方だけでいいのかなという疑問もあるのですけどね。 

 
公運審委員① 分かれていると思うのですよね、元気な人は自分でどんどんやっち

ゃって、ますます元気になるということもあるし、やらない人はすぐだんだ
んこうなっちゃってという部分があって、だからその辺の何か、できる人は
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いいのだけど、できない人に対してもっと場所を提供しやすいとか、何とか
できるような情報を与えるとかという面がもっと取り組みの中にあってもい

いような感じがします。だからそれを言っているのかもしれないですね、高
齢者というのは。 

 
太田委員 ただそれを高齢の方全般に広げて書くような書き方になってしまってい

るというようなご指摘は、そのとおりかなと思います。 
 
公運審委員④ いや、それから体力面に配慮したとかそういうように書くと、これ

は本当はものすごく大変なことになるのではないかなと。要するにアウトリ
ーチしなくちゃいけないこともあるし、公民館の場合も時々話題になります
けど、高齢者の人をどうやって公民館まで、勉強したいと思っているけどな
かなか公民館に行けないと、自分１人で歩いては行けないという高齢者の人
にどうやってサポートするのかという問題とか、そういうサポートする人を

どう養成するのかなというような問題とか、先ほど言った公民館の高齢者の
講座で、そこを終わってからいろいろサロンみたいなのをつくったという人
たちはそういうサポートをするということを、そういうサロンの活動の中に
入ってきているわけなので、だから高齢者が高齢者をサポートする、あるい
は中高年が高齢者をサポートするというようなものをどうつくっていくかと
いうことがやっぱり問題になるのかなと。 

 
太田委員 必ずしもサポートをするような職員が必要だということではなくて、活

動の中でお互いにサポートし合うというようなことも含めてということでよ
ろしいのでしょうか。 

 
公運審委員④ それで社会の中に溶け込めないと高齢者は寂しいわけでしょう。だ

から身近な社会の中にどうやって高齢者が溶け込めるようなものをつくって

いくかということになるのだと思うのですね。 
 
太田委員 ああ、そうですね。そういったことがもう少し課題としてはっきりと知

らせるというか、そういう動きですね。 
 
公運審委員④ それで、じゃあ、福祉でやっている認知症サポーター講座ってある

じゃないですか。あるのですよ、私もそれを受けたのですけど、これが認知
症、それを修了したので、これをつけている人が認知症の、これをつけてい
る人は町で認知症の高齢者らしい人を見つけたら積極的に関わらなくちゃい
けないという感じもあるのですけど、要するにそういう認知症の人も地域の
中で受けとめていけるような学習というのかな、そういうのをすることが必
要だし、今まで少しずつ公民館ではやってきているというもので、だから、

おそらく高齢者福祉との認知症サポーター講座というのは福祉のほうでやっ
ているから、そことのいろいろな協力関係とかそういうものも必要になって
くるのかも。 

 
太田委員 そうですね、はい。何か公民館でこれまでいろいろやってきたその蓄積

を、もう少し公民館の枠を超えて市全体にそういうふうにできるといいのか
なというイメージを、お話を聞きながら思ったりしました。 

 
公運審委員④ そういう意味では公民館１個というのはちょっとあれなのですね。

昭島市もそうだけど、ここにしかないというのがちょっと今、何ていうか。 
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公運審委員① それに関連してですけど、（１１）に市民自らの生き方について深く

考え、自己実現を果たすためには人の交流と情報の交流が必要というような
ことで、それが高齢者に限らずもっと若いときからずっと続いていくと、や
っぱり１人だとどうしてもこうなっちゃいますから、若いときからそうやっ
て情報とか交流があるともっと幅広く考えたり行動できるという部分ができ
て、つながりがあって、じゃあ、１人じゃできないからみんなでというよう
な形が出てくるのではないかなというようには思いますけどね。 

 
太田委員 はい。そのときに、また世代もそうですし、社会教育だけではなくて福

祉の領域ともちゃんとつながって交流が必要だと、そういうようなお話にも
なるのかなと、ありがとうございます。 
 そのほか、いかがでしょうか。今この課題として挙げさせていただいてい
る内容に関わってのご意見をいただいていますけれども、質問を先に進みま

すと、ここに挙げていること以外でふだん活動の中で課題だと感じていらっ
しゃるようなこともあればお聞かせいただきたいと思うのですが。 
 お願いします。 

 
公運審委員③ ふだん、先ほど言った講座活動以外に関わっている青年が自主企画

して、国立市に向けてやる講座であったり、青年に向けてやる講座というの
があって、年に１回であったりとかというのが企画まで関わらせていただけ
るものがあるのですけど、そういったものを昨年度もやって、今年もやろう
としているのですけど、そういったときに、私自身が昨年やらせてもらった
ものはしょうがいしゃのスポーツというところを企画して、健常者の方も、
いつも活動している知的しょうがいのある方も一緒にやりましょうという話
でやったのですけど、そういったときに、公民館の中にはアクセスできてい
ても、そもそもそういった例えば国立市内にある体育館であったりにふらっ

とスポーツしに行けるというほどはコミュニティというかそこに入っていけ
ない人たちというところで、やっぱり関心はあるけどなかなかできていない
という人たちが周りにいるなというのと、やはり自分がしょうがいしゃのス
ポーツを一緒にやりましょうと言ったのも、国立市内に多摩障害者スポーツ
という都内に２つしかない専用のセンターがあるにも関わらず、なかなか、
あるのを知っている人も、一橋の中とかで学生の人に聞いてみてもみんな知
らないとかというぐらいやっぱり知られていなくて、そもそもあそこを使う
のがしょうがいがある人だから知らなくていいのかというと多分そうではな
くて、一緒に何かやろうと思ったときに使える１つの資源だとみんな認識し
ていないと１つの選択肢としてふえないのかなと思っていて、そう考えると、
若者、ここで書かれている、特に１番の中とかだと情報弱者になってしまい
がちな若者というところで書かれてはいるのですけど、それによって紙媒体

かインターネットかということだけでもなくて、やりたい層がやっぱり違く
て、そこにしっかりつかんであげられるか、つかむだけのこちらが選択肢を
提供できるかというところもすごい課題としてあるなと思っていて、それは
一緒に関わりながらスポーツしたいのですって自分もよく言われて、こうい
う施設が周りにあるよ、あと種目あるよとは言うけれど、やっぱり１人じゃ
やりにくい、なのでとりあえずきっかけとしてそこで一回講座をつくって、
仕掛けをつくって、こういう施設、種目があります、じゃあ、今度もう一回
みんなで、今度は講座という形じゃなくて自主活動でやってみましょうとい
って連続的にやっていくのですけど、そうやってやっと何回かやっていくと、
自分たちから今度こういう種目をやってみたいですみたいな発言が出たりす
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るので、そこは、ここに書く段階では表現が一律になってしまうのはしょう
がないと思うのですけど、問題を考えるときには若者といってもやっぱり層

がいろいろあるとは思うので、そこに関してはすごく繊細に扱った方がいい
かなと思いました。 

 
太田委員 ありがとうございます。今のご意見をどういうふうに盛り込んだらいい

ですかね。 
 
公運審委員③ 気になったものとしては（２）の若者を中心とするインターネット

世代が情報弱者になっているというところは、実際やりたい人は多分施設に
来るだろうし、誰かに聞くとかという方法があって、これ、やっぱりここで
情報弱者になっているというのは何か、例えば学習というものを学習しなき
ゃならないと言っていて、そこにアクセスできていないから弱者だという表
現を多分しているのかなと思って読んでしまったので、そもそも意欲がない

人を無理やり引っ張ってくるとなると自主学習でも何でもないような気がし
てしまうので、これは多分なかなか紙を、そもそも本を読まなくなるとか、
読書しなくなるとかよく社会的に言われる問題というところからこういう話
になったのかなと思ってしまったので、そこは情報弱者というか、ネット中
心に何か見ている人は情報弱者になるという書き方はいいと思うのですけど、
若者が全てそうではないと思いますし、先ほど言ったように情報を知ってい
ても何かアクセスできないといったところで心理的な面を考えると、情報を
持っていてアクセスできていても、一歩を踏めなくて場所に行けなくてやれ
ないという場合もあるので、情報そのものにアクセスできるかというよりも、
その一歩、さらにそこから何かアクションできるかというほうが大事だと思
うので、ここの若者を中心とするというところは別に改めてここに書くと、
やたらと問題のように見えてしまうなと。 

 

太田委員 はい。その情報の発信というようなところで課題はあるけれども、その
先にもまた課題があって、情報を受けとったり、そこにアクセスできる人が
次の一歩を踏み出せるような何らかの仕組みというものが……。 

 
公運審委員③ そうです、そういうふうな仕組みができていないとか不十分だとい

う話はいいと思うのですけど、これの場合だと受けとる段階で受けとれなく
なっている、紙にそもそもアクセスしませんよね、若者は、みたいな書き方
にも読めてしまうので、そうではないかなと思うので、やっぱり何か意欲が
ある人とか、例えば公民館の中に図書室があって、社会福祉系の本であった
りというのはすごく充実していて、そこに本を借りに来ている若い人とか学
生の方とか見ていると何かしら目的がある人はそこに入ってくるし、誰かし
らに何か聞いてくるということはあり得るので、必ずしもここだけ、この話

だけでやってしまうと何かすごいネガティブというふうに。 
 
太田委員 そうです。実際に学んでいらっしゃる方がどこでどういうふうに情報を

とってきているかというのがあまりこちらでイメージできていないことのあ
らわれなんだろうと思います。じゃあ、ここはいただいたご意見を踏まえて
修正するというふうにさせていただきたいと思います。ありがとうございま
した。 
 そのほか、いかがでしょうか。社会教育委員の皆様からも質問などありま
したら。 
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公運審委員④ いいですか、ちょっと。 
 

太田委員 はい。 
 
公運審委員④ 国立の不登校とかひきこもりの数というのはわかっているのですか。

不登校は多分あると思うのですけど、統計が出ているというのか……。 
 
牧野委員 今はちょっとないのですけども。 
 
公運審委員④ ひきこもりとかそういうのは、国立は数字が出ているのかしら。あ

まりほかのところも数字は出ていなくて、都の調査とか国の大体何％いると
いうのを当てはめて大体このぐらいいるのではないかなというような話にな
ると……。 

 

太田委員 推測で数字を出していますね。そういったことについては特に調査とか
していないですよね。 

 
事務局 今手元にはないですけども、どこまでという部分もあるかもしれませんけ

ど、何人ぐらいいるっていうようなものはそれぞれ持っているかと思います。
ちょっと今この場で何人ぐらいいるというのはわかりませんけども。 

 
公運審委員④ ああ、それはいいのですけど。 
 
田中委員 田中ですけど、多分学校教育の中で不登校があったり、あるいは若い世

代では数が出てくるかと思うのですけど、３０歳とか４０歳とか、あるいは
５０歳でもまだ自宅から出られない、何度も出たり入ったり、そういう方っ
て多分福祉のほうでも把握している方と把握していない方がいると思うので、

個人的に情報が入ってくることもあるのですけれども、実際に親御さんと
２人暮らしで、本当に５０近くになった息子さんが家から出ないのだといよ
うな話は、出てこない限り、多分役所も踏み込めないだろうし、いわゆる本
当に公民館みたいなところとか福祉のところのサポート、ＮＰＯ団体である
とか、個々に手を差し伸べない限り浮かび上がってこないかもしれません。
それこそさっきの認知症もそうだと思うのですけども、本当に認知症の方が
家族だけではなくて地域の中で保護というかみんなで見守りをするような形
の場所が幾つもあれば、多分家族が相談に来るとかそういう受け皿になると
は思うのですけども。 

 
公運審委員④ だから福祉のほうでどの程度やったのかなというのがある。いろい

ろこの計画書、これには書いてないけども、子どもやなんかの貧困の問題と

かで法律が幾つか出ていますよね。その法律に基づいてどういうように国立
市が具体化しようとしているのかという問題、例えば子どもの貧困の問題な
んかもどこの行政で引き受けてやるのかという問題は、例えば座間市は子ど
もについてはやらないと言っているのですよ。家庭の貧困、生活困窮者につ
いては福祉の部局をつくってアウトリーチ含めてやっているのですけど、子
どもの問題と貧困問題独自には当面やる予定はないというふうに言っていた
のですね。だから自治体によって取り組み方が違ってくるのですけど、だけ
ど地域の中では特に中年以上の、若い奥さんなんかも、家庭の主婦の方もそ
うですけども、子どもの貧困問題に随分関心が広がっていて、昭島でも公民
館で、いわゆる子ども食堂というのをやり始めたのですよね。そこに随分い
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ろいろな市民の人が駆けつけてやっているし、学生さんも加わってきている
し、高等学校、高校生なんかも時々手伝いに来るというようなことが起こっ

ているのですよね。だからそういう子どもの問題、法律ができたということ
も刺激になっていると思うのですけども、そういうので子どもの貧困問題と
かそういうものについて大分関心を持つ人がふえてきて、何かやりたいとい
うように思う人が出てきているのではないかなと思うのです。だからそうい
う市民の積極性をどういうふうに生涯学習の中で生かしていくのかという、
そういう見通しというかそういうのが必要だなというのが昭島の公運審なん
かの答申でも議論しているところなのですけど、そういうのが必要なんじゃ
ないかなというのは、多くの各市町村共通の課題になってきているのではな
いかなと思うのがありますね。 

 
太田委員 社会教育委員の会のこれまでの議論の中でも、国立はもともと市民活動

が活発な地域でもあるのでいろいろな活動はありますけれども、その中にい

ろいろな学習のきっかけとか、学習活動そのものといっていいような活動も
たくさん含まれているということで、市民活動そのものへの支援というのを
生涯学習の推進というような枠組みで捉えていったほうがいいというような
話は出てきまして、福祉とかその他の市の部局でやっている事業にも生涯学
習の観点をぜひ取り入れていただければというような話もしてきたところで
はあるのですが。 

 
公運審委員④ それは公民館のほうでも共通の課題になると思うので。 
 
太田委員 そうですよね、はい。ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。まだ時間は大分たくさん残っているのです
けれど。 

 

公運審委員③ すみません。 
 
太田委員 はい。 
 
公運審委員③ ２ページ目の４番に関わる、（２１）から（２４）のところについて

のことなのですけど、公運審での議論でも施設の整備とかのことについては
時々話が出るときがあって、そういったところから考えると（２２）とか
（２３）とか使い勝手がいいとは言えないだったり、数の整備が十分じゃな
いという話は、課題としては自分たちも出るのでよく理解しているのですけ
ど、こういった議論が出たその先に、こういった内容ってどれぐらい可能な
ものだと思って社会教育の方だと議論されているのかがすごい気になったの
と、実際どれぐらい可能なのかなと、本当にそれはもう市の方に聞くしかな

いのかもしれないのですけど、というのがちょっと気になりましたというか、
お聞きしたいと。 

 
太田委員 私からお答えしてもよろしいのですかね。ここにこういうふうに施設の

問題を出しているのは、やっぱり委員の中でもそういった声が複数上がって
いたというようなこともありまして、ぜひこれを今後の国立市の生涯学習推
進計画の重点課題の１つとして挙げるべきなんじゃないかというような認識
があるというようなことかと思います。施設が足りないというのは市民の皆
様もふだんから感じていらっしゃることでしょうし、今ある市の施設ではな
くてもほかの学校とか民間団体が持っているようなところとか、先ほど言及
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された障害者スポーツセンターも含めてですが、そういったところとか、あ
るいは近隣の市の施設ともうまく連携してそういった問題をクリアすること

ができるのではないかというような議論もこれまでしてはきまして、これは
もう課題としてぜひ挙げておくべきだろうと認識しています。 

 
公運審委員③ そのときに設備の問題で気になるのが、公運審の中でも話していて、

公民館は結構年期が入っているところもあるので、何か新しい設備みたいな
ものが必要かどうかという話をグループの中でしたときに、常に設備が十分
じゃないというところに関しては、常に更新しなきゃならないという話にな
ると常に検討事項に上がって、常にどんどん設備って新しいものが、周りが
できていればその今の段階で建てかえたり何か入れて設備が新しくなっても、
これもいろいろなものが周りが新しくなっていって十分じゃないよねという
議論になって、また新しいもの、新しいものとなるとコストだけどんどんふ
えてしまう感じもして、数の話は、施設って建てられるところの土地がある

かないかの話でもう制限かかっているかもしれないですけど、この施設設備
の場合って何かそういったどんどん欲しい人が声を上げてしまったりすると
そちらにだけお金が動くじゃないですけどコストがかかって、どの程度まで、
これって市の方が考える、市の職員さんが支援をするという立場で考える設
備の十分さなのか、利用者のほうからいうとやっぱりどこか民間で、例えば
最新鋭の設備が整っているところで、例えば何かスポーツ施設であったりし
ても使っていて、そこでたまたま市のほう行ってみたら何かもう例えば機能
がちょっと古いよねって話になって、民間行ってくださいって言いたくなる
けど、でも市のほうとしてはやっぱりそのニーズに応えるためにつくらなき
ゃならないという話をするのか、ここで言っている個人が考える、住民って
こう考えているのだろうと思う課題なのか、市のほうがもう既にこれって足
りないって思っているからやるべきだっていうような立場がちょっと、立場
によって結構分かれてしまうかなと思っていて、そういったときにそれはど

のような議論に持っていくのかなと思って。市民の方のニーズって、先ほど
言ったように民間行けばいいという議論もあるのですけど、公的なところで
例えば施設どれぐらい準備しなきゃいけないかっていう話になると、向こう
の設備がしっかりしているからやりたい人は向こうへ行ってくださいという
議論もわかるのですけど、そこで大事なのは例えばスポーツ施設ってどれぐ
らいスポーツできる機会を提供するか、そのときに施設どれぐらい必要なの
かっていう議論も多分必要で、そこで、でも現実問題建てられません、人が
さばけません、設備もそんなに新しくはできませんっていう話でおさまって
しまう部分もあると思うのですけど、それは多分つくる側の議論かなと思っ
ていて、ここで言われているのは支援する側の議論か、もし住民のニーズに
常に答えているという意味合いでここで課題だってやっているのだったら、
どんどんとやっぱり使う人はニーズがどんどん更新されていって、なのでど

ちらの議論に進もうとしているのかがわからないというか。 
 
太田委員 基本的に社会教育委員の会もそれぞれの委員は市民の代表として来てい

ますので、市民としてこういった支援を市に期待するというような立場から
話をこれまでしてきていますので、今、市がつくろうとしている生涯学習振
興推進計画というものも、これは一応今社会教育委員の会で中身についての
議論はしていますけれども、社会教育委員の会が策定するものではなくてま
た別の組織が策定していく、その議論を進めるようなものなので、今私ども
がやっていることとしては、計画をつくる際にこれは重点課題としてきちん
と認識してほしいということを意見として表明するということになるかなと
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思います。ただそのときに、市民の意見とはいっても、やっぱり今おっしゃ
ったようにいろいろなところで濃淡が出てきてしまったり、続けて何度も要

求をする方々の意見があたかも市民全体の意見であるかのようになってしま
うという偏りは避けたいと思っていて、できるだけいろいろな立場の方から
お話を聞きたいということを思ってこういう場を設けたりもしています。な
ので、今のご意見は大変貴重だと思います。どちらかというと市民にこうい
うふうに学習しましょうねという呼びかけるための計画ではなくて、市の今
後のさまざまな事業の方針をこの計画に基づいてやってくださいという意味
合いで議論しています。 
 そのほか、いかがでしょうか。委員の皆様からご質問などありませんか。 

 
公運審委員④ ちょっと質問ですけど、小中学校の教育問題はここに入らないとい

うこと、生涯学習との……。 
 

太田委員 学校教育は一応含めてはいますが、あまりそこに特化したような話はこ
れまでしてきてはいないです。校長先生も委員として関わってきていただい
ていますので、校長先生の立場からの意見を伺っている形ではやっています。 

 
公運審委員④ いや、私も公民館のこと、公運審のほうなので、あまり学校教育の

ことは議論していないのですけど、例えば地域との関連とか、子どもは、青
少年が国立市の地域というのに関心持って考えていくというふうなことを考
えると、総合的学習の時間というのがどういうように組み立てられているの
かなという、そういうことが生涯学習と関連しないのかなというふうに思っ
たりするのですけど、あそこで総合的学習の時間で公民館のことを取り上げ
たり、高齢者と子どもとの交流の問題を取り上げたり、それから、というか
そういう地域にどういう自治の仕組みがあるのかというようなことの小中学
校レベルのこういうことを総合的学習の時間でいろいろ調査したりしている

というようなところはありますよね。それが将来的に地域への関心を強めて
いってというようなことはあると思うのですけど、そういうのはあまりこう
いう生涯学習の計画とは関連しないのかなという。 

 
太田委員 いや、大事な点、実際に子どものときから地域と関わっていく、そうい

うのはどうなのでしょう、国立市の小学校は。 
 
牧野委員 先ほどの第１部のところで一中のＰＴＡの方がＰＴＡの活動をやってサ

ークル活動が生涯学習というようなことへ関連するかどうかという意識を持
つかどうかという質問をさせていただいたのですが、そこはやはりそういう
ことっていうのはあまり意識しないで活動されているというところがあると
思うのですが、今先生がおっしゃったように地域学習というのは小学校で言

えば３年生が社会科の学習でまず教科学習がありますし、３年生以上の小学
生とそれから中学生は総合的な学習で、基本的には総合的な学習は課題設定
は各学校に任されてはいますけども、各学校の特色に。ただどの学校も地域
の学習というのは入っています。そうした中で、地域の自然だったり地域の
公共施設というのは入っているのですが、その中で生涯学習に将来結びつい
ていくというようなところまでの視点をイントロダクション的に総合的な学
習の中で１つの狙いとして設定するかどうかというところが、この今のこと
についての関わりになっていくのではないのかなというふうには、学校の教
科学習というのは教科の狙いというのがあるのですが、例えば教科領域を横
断するというところで人権教育だとか、それからキャリア教育とかっていう
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ような教科そのものの狙いではないようなものもそこに各学校の教育に盛り
込んでほしいということがあるときに、１つの教科学習や領域の学習をやる

ときに、そちらの狙いも意識した、意図したような、計画したような学習を
やっていかなければそちらにつながらないのかなと。ですから、早い段階で
学校教育だけども生涯学習を意識するようなところというのを盛り込んでい
けば、いろいろな部分で義務教育が終わった後についても、あるいは義務教
育中も生涯学習という意識は出てくるのだろうなと思います。ということで
すけど。 

 
太田委員 ありがとうございます。 
 
公運審委員① １つ質問していいですか。 
 
太田委員 お願いします。 

 
公運審委員① 質問というか、生涯学習ってとりあえずあるのですけど、ここに書

いても、何か漠然としてよくわからない部分があるのですよね。結局学習し
て、何を学習するかということの何というのがはっきり、人それぞれによっ
て違うのか、同じなのか、どうなのかというところがよくわからない。ハウ・
トゥ物でいいのか、そうでないのかその辺が、生涯学習とよく言われるけど、
結局何のために生涯学習をやるのか、それの辺が何かはっきり、私はよくわ
かんないのですけどね。 

 
太田委員 おっしゃるとおりだと思います。生涯学習っていうのは、何ていうか状

態を示す概念で、人は生涯学び続けるものなんだみたいなことを指すという
ような立場もあると思いますし、例えば今回のように市が市民の生涯学習を
支援しようということで何か計画をするとなると、一歩間違えれば常に学習

しなければならないというようなやや強制的なニュアンスが……。 
 
公運審委員① いや、学習しなければならないじゃなくて、やっぱりいつも学習し

ているのではないですかと思うのですよね。いずれにしても生きているわけ
ですから、例えば本を読むのが学習じゃなくて、人と話すことも学習ですし、
学習しているには、結局、そして最終的に自分はどこへ行くかというのを、
それをみんなどうなのかということだと思うのですよね。その辺の理念とい
うか、それがはっきり示されてないからわかりにくいという部分が私はあり
ますけどね。 

 
太田委員 生涯学習の方向とか目的みたいなものを市が計画として示すというのは

ちょっと筋が違うのかなというふうにも思うので、人それぞれが常に学習し

ていて、何かしら学びたいことがあって学ぼうとするときに何かしょうがい
があってそれができないのであれば、それを取り除くようなことを市はでき
るだけやらなければならないという、そういうものなのではないかなという
ふうに……。 

 
公運審委員① それは今の社会の仕組みの中で出てきたものですよね。 
 
太田委員 仕組みの中？ 
 
公運審委員① 行政として。行政があるから個人があるのではないですよね。 
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太田委員 そうですね。 

 
公運審委員① その辺のところの本質的な問題というのはもっとはっきり示してほ

しいという部分は、私は思っています。 
 
太田委員 本来はそういったことも含めてこちらのほうでは議論して、市が計画を

立てるというときにどういったところを重視してほしいのかというようなこ
とも盛り込みたいというふうに思っているのですけれども。 

 
公運審委員① その辺が何か私はよくわかんない。 
 
太田委員 そうですよね。 
 

公運審委員① ええ。 
 
太田委員 はい。 
 
公運審委員① ただ要望としてはその辺をはっきりしてほしいということはありま

す。 
 
太田委員 そこをはっきりというのは、どれぐらいのことを想定していらっしゃる

のでしょうか。 
 
公運審委員① だから、何ですかね、究極を言うと国があって個人なのか、個人が

あって国なのかということはありますよね。その辺、そういう部分というの
もやっぱり大事なことじゃないかなと思うのですけど。 

 
太田委員 はい。 
 
公運審委員① やっぱり個人が熟成しないと社会も熟成していかない。社会が熟成

すれば個人、その辺はどういうのかっていうのは、その辺がよくわからない。 
 
太田委員 これまで社会教育委員の会で出た論点としては、例えば学んだ成果を地

域に還元できるようにしたほうがいいっていうようなポイントが出てきたと
きに、地域の活性化のために人々に学習をしろというふうに言う、そういう
方向になるのはまずいだろうと、それだと本末転倒だというような話はして
きましたし、どうですかね……。 

 

公運審委員① 私の考えとしたら個人が熟成しないと社会はよくならないという部
分がありますね。だから幾ら社会の、行政のほうで「やれ、やれ」と言って
も俺は嫌だと、それはだめなのですね。だからそれはみんながやりたくなる
ようなそういうふうなものは何かというところをもっと、社会教育というな
らばそこでもってやっていかなきゃいけないのではないかというところはあ
ります。 

 
太田委員 そうですね、はい。今のご意見、ほかの委員の方とも今後共用して議論

していきたいと思います。ありがとうございます。 
 いかがですか、今のような点についてほかの皆様は。 
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公運審委員④ ちょっと発言ですけど、幼児というか、幼児。 

 
太田委員 幼児、はい。 
 
公運審委員④ だから大人のほうから見れば幼児を抱えた父母の問題、そこでどう

いう学びというか学習が行われていて、何が必要になっているのかというふ
うなことがここは抜けていますよね。 

 
太田委員 そうですね。 
 
公運審委員④ うん、生涯学習といいながら。 
 
太田委員 小さい子どもを育てる家庭ということですね。 

 
公運審委員④ うん、もちろんそういう問題が、案外そこにはこのごろ随分みんな

悩んでいるようなところが。 
 
太田委員 前回、小学校のＰＴＡの方からもお話を伺ったのですが、子育てがもう

手いっぱいなので、自分の生涯学習は二の次だみたいなご意見もあったりし
まして、そういうこともちゃんとここに含めて考えていかなきゃいけないの
だというふうに認識したところでは……。 

 
公運審委員④ 子育ても生涯学習だと思うけども。孫育ても生涯学習だから。 
 
田中委員 いいでしょうか。 
 

太田委員 お願いします。 
 
田中委員 前に太田先生も話していたことなのですが、今ここの会を、今の公運審

委員④さんのご意見もそうなのですけど、生涯学習というと、どうしても担
当がここは生涯学習課の範疇で私たちは議論しているのですけども、本日の
お話もそうなのですけど、福祉であるとか、子育てですと児童青少年課の中
の子ども家庭、子ども支援課じゃない、子ども施策みたいな子ども課、支援
活動センターみたいに全部施策が分かれているのですよね。先ほどおっしゃ
った、例えば学校との問題でも、学校は学校指導課の中で、福祉とそんなに
結びついていらっしゃらなかったりするので、今、実は私のところでは今月
から小中学生のための無料の学習支援を細々始めたのですね。一橋と津田の
学生と一緒に活動しているので、彼らに宿題とかわからないところを見ても

らうという場を設定したのですけども、それもですから福祉なのか生涯学習
なのか学校教育の問題なのか、あるいは私どもは市民活動支援なので市民活
動の問題なのか、全部の課題が一緒になって、ただ場所が、居場所があるの
で居場所活動の１つとしてそういうことを始めたので、多分この生涯学習と
いう点も、本日の議論は多分そうだと思うのですけど、本当にさまざまな施
策の中で今まで市がやってきたことが縦割りにいろいろあるわけですね。例
えばしょうがいしゃの方の問題であればしょうがいしゃの、あるいは高齢者
の問題は高齢者の問題でやられていることの中に、これが前に太田先生がお
っしゃったことなのですけど、全てのことにやっぱり生涯学習の視点を入れ
ていこうという意見が社会教育委員の中で出ました。それはやっぱり生涯学
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習は何かということの答えもなかなか出ないのですけど、自分が自己実現、
自分の中で学びたいことは学ぶ、あるいは自分を高めるため、あるいは人と

手をつなぐために学習が重要であるということを生涯にわたって、本当に幼
児のときから最期まで学ぶ、学び続けられるような地域であるようにという
ことを考えたときには、やっぱり全ての施策が、あらゆる施策の中にその視
点を持っていただくことで、さっき総合学習のこともおっしゃいましたけど
も、そういう方向を目指していく中でやっぱり重点施策が絞られてくること
もあるのかなとは思いました、本日またお話を伺ってから。だから今現在そ
こが行われていないために落ちていることがいっぱいあるのと、お互いが連
携すればきっと課題が解決することがあるにも関わらず課題として残っちゃ
っているみたいな、例えばさっきの施設のことも、実はお金がないって言わ
れてみてそこでパタンと終わってしまうことなのだけれども、では、例えば
あいている空き家をどう活用するかということを、例えば生涯学習の点と都
市計画のところが手をつなげば解決する可能性もあるかもしれないですね。

例えばＵＲ、２,０００世帯あるのですけど４００世帯あいているので、今、
例えば国立の中では。だから余っている土地や建物や空き家もあるにもかか
わらず、施策が結びついていないために解決の糸口さえつかめないみたいな
ことがあるとしたら、そこに生涯学習は大事だという点を入れたときにどこ
かのところがどこかでつながって解決していくこともあるのかもしれないな
と思っているのを、本日、すみません、感想になっちゃいましたけど感じま
した。 

 
公運審委員④ でも今のは重大な問題で、教育委員会が持っていた、特に子どもの

問題と青少年の問題がどんどん、どんどんほかの自治体でも福祉のほうにと
か、福祉と何か教育の中間みたいな市長直結のところに移っているのですよ、
どんどん。それで結局教育委員会のやっている活動が先細りになっているわ
け、特に学校以外のところについては。だけど現実にはおっしゃったように

協働してやらないといけないのだけど、そこを教育委員会から福祉とかあっ
ちのほうに移す、あっちと言ったら悪いな、福祉に移したためにそこに変な
縦割りの意識が教育委員会のほうにも生まれて、あれはもう関係ないやって
いうか、あれはあちらでやってくれというような感じになっているところが
あって、それをどういうふうに総合化というか結びつけながらこれをやって
いくかというところが、誰がそれを入れるのかとか、あるいは一緒にやるよ
うに働きかけていくのかということを含めて、どこの自治体でも問題になっ
ているのではないですか。例えば子ども食堂だって公民館でやるのか、それ
とも福祉のほうの施設でやるのかというので分かれちゃっているところもあ
るし、いろいろ、両方ともそういうのは受けられないから別のところでやっ
てよというような感じになっているところもあるし、何かもっと総合的に、
子どもの学習なんかもそうですよね。だからそこのところをどういうふうに

誰が一体総合的にやるのかということがこれのちょっと重大な問題になるの
ではないかなというのを、最後にちょっとついでに言わせてもらいます。 

 
太田委員 ぜひそういったことを盛り込んだ方針をつくっていきたいなと頑張って。 

 そろそろもう時間ですよね。あと３分程度ですか。 
 
事務局 はい。 
 
太田委員 何か短いご質問などありましたら、残り３分ということで。よろしいで

しょうか。はい。 



 34 

 結構たっぷりいろいろなお話を聞かせていただきまして、よかったです。
ありがとうございました。 

 じゃあ、一旦こちらでのヒアリングは終了とさせていただきます。どうも
ありがとうございました。 
 ちょっとお待ちください。こちらと合わせて。向こうが終了するのを待ち
ますということになるかと思います。 

 
２－２．ヒアリング（Ｂ班） ※Ａ班と同時進行 
 
間瀬委員 よろしいでしょうか。こちらはＢグループになります。進行担当の間瀬

と申します。 
 それでは、早速ヒアリングを始めていきたいと思いますが、まずはそれぞ
れ簡単な自己紹介ということで、先に社会教育委員から、その後公運審の皆
様に自己紹介をお願いしたいと思います。お名前とご所属、公運審ですとど

ちらの団体等から来ているかということを述べていただければと思います。 
 まず私から、社会教育委員の会で委員をしておりまして、公運審からも代
表といいますか来ております間瀬です。よろしくお願いいたします。 

 
坂上委員 坂上と申します。ＮＨＫ学園に勤めております。学校関係からの委員と

いうことでございます。よろしくどうぞ。 
 
柳田議長 議長をしております、東京女子体育大学の柳田です。よろしくお願いし

ます。 
 
倉持委員 東京学芸大学の倉持です。本日は一応記録担当ということになりました。

どうぞよろしくお願いいたします。 
 

佐伯委員 主任児童委員の佐伯雅宏と申します。よろしくお願いします。 
 
公運審委員⑥ 公運審の、公民館運営審議会委員の１名、公運審委員⑥です。選出

区分としては資料にありますように家庭教育の向上に資する者というので、
何だかちょっと名前が立派過ぎるなと思いますが、民生委員で佐伯さんとも
ご一緒させていただいたときがあります。以上です。 

 
公運審委員⑦ ９番の公運審委員⑦です。選出団体は哲学読書会というサークルで

す。公民館でやっております。 
 
公運審委員⑧ 公運審委員⑧です。３番目、文化・芸術団体、具体的には学び歩き

の会といって、歩いて調べて地図をつくったり冊子をまとめたりという活動

をやっています。 
 
公運審委員⑨ 公民館運営審議会の委員長を務めております公運審委員⑨と申しま

す。よろしくお願いいたします。まちの財政を学ぶ会というような団体から
出ております。 

 
間瀬委員 以上です。よろしくお願いいたします。 

 そうしましたら、本日ヒアリングをさせていただくに当たって、先ほども
議長からありましたけれども、今回社会教育委員の会での諮問が国立市の生
涯学習振興推進計画を策定しようかなというふうに考えていると、確定じゃ
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ないのですけど、それに当たってどういった施策とか、どういった重要施策
があるかというそのあり方を考えるということを諮問で来ていまして、そう

いったこと、施策を考える前にまず国立市内でどういった生涯学習に関する
課題があるのかというところから出発しよう、洗い出ししていこうというこ
とで、まずは社会教育委員の中でそれぞれが持ち寄って課題を出したという
のがありまして、それがお手元にあります資料２の国立市の生涯学習に関わ
る課題についてというものがありまして、こちらをお配りしています。これ
は既に事前に皆様に公運審の定例会でお渡しして、既にお読みいただいてい
るかどうかを確認させていただいてもいいですか。まだ読んでいませんよと
いう方はいらっしゃいますか。本日はもうお読みで？ はい、わかりました。 
 それから、じゃあ、まず趣旨というのがありますので、こちらを一応その
まま読ませていただきます。 
 このヒアリングは市内の関連団体を対象に、社会教育委員の会で作成した
「国立市の生涯学習に関わる課題」（別紙）や議論がされていない視点、活動

の状況やニーズ等について、アンケートでは聞き取りきれない内容を直接お
会いしお伺いすることを目的としています。お伺いした内容は答申に向け検
討する上での基礎資料とさせていただきます。 
 という趣旨がございまして、その下、本日の流れにありますけど、ここの
時間が、今のこういった自己紹介も含めて全部で７３分あります。４名、そ
れから後で追加で１名いらっしゃって５名の方がいらっしゃるかもしれませ
んので、うまく時間を活用していけたらなと思いますので、その下に３番、
今見ている本日の流れの３番の主な質問項目についてということで、５つの
質問をさせていただこうと思うのですけども、本日は皆様、先ほど既にお読
みにはなっていただいていると思うのですけど、自分が本日意見を言いたい
とか質問したいというところがある程度まとまっていらっしゃれば、今から、
今この質問項目が５つあるのですけども、どのタイミングで、ここに当ては
まるからここで話をしようと思っているかどうかを確認して人数をとって、

多いところを時間しっかりとってとかというふうにしようと思うのですね。
その他は全然意見がないので、そのために時間を残しておいてももったいな
いと思いますので、今４名様いらっしゃるのでちょっとお聞きしたいと思い
ます。なので、今主な質問について一番目の質問項目は、本日お配りしてい
るこの国立市の生涯学習に関わる課題について、ここに書いてあることに関
して、確かにこれは重要度が高いなという項目がありますか、そしてあれば
その項目・理由について教えてくださいというのが一番目に聞きたかったこ
とです。 
 ２番目が、ここに書かれていることで、いやいや、これはこうふうにちょ
っと修正したほうがいいのではないかなというふうに、そういったご意見が
あればここで、２番目でお聞きしようと思っていました。 
 そして３番目は、ここに載っている課題以外にも、いやいや、こういった

課題があるよっていうことがあればここでお伺いしようかと思いました。 
 そして４番はその他、ご意見、ご提案などはありますか、最後の５番はそ
れぞれ皆様、さまざまな、公運審からもいらっしゃっていますし、さらに言
えば各所属団体からいらっしゃっていると思いますので、そこで活動を続け
ていく上でのニーズはありますかということを順にお聞きしようと思ったの
ですけども、皆様、ある程度本日ご意見とかこういうことを言おうと思って
来ていらっしゃると思いますので、今ご自身がこういうことを話そうと思う
ことに関わりがありそうな、大体関わりがなさそうだと思えば４番とかに、
その他の部分でそれを話すというふうに心づもりしていただければいいです
ので、ちょっとお聞きしてよろしいですかね。 
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 まず１番目の質問項目、重要度が高いというところでお話があるという方
はお二人、あ、４名様ですね、皆様あると。次の２番目の修正したほうがい

いと思われるところでお話があるという方は３名。で、国立市の生涯学習、
３番ですね、これ以外で課題と感じているところはありますかというところ
で、２名。その他というところで何か発言しそうだと。また追加で、もちろ
ん話してくださる中で出てくるとは思いますけども、最後は活動を続けてい
く上でのニーズはありますかというところは２名ということで、公運審委員
⑩先生は、すみません、おくれてきたことということで、何となく流れの中
でご意見とかご質問があればということでいきたいと思います。 

 
公運審委員⑩ わかりました。申し訳ありません。 
 
間瀬委員 １番上が４、３、２、３、２ときましたので、１番目を早速やりたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 
公運審委員⑦ その前に質問してよろしいですか。 
 
間瀬委員 どうぞ。 
 
公運審委員⑦ 私は公運審としての、団体としての意見を聞くというので来ている

わけではないのですね。 
 
間瀬委員 そこに関しましては、私、公運審の定例会でもお話ししたのですが、こ

れは私の意見ですので全員と一致するかどうかわかりませんけれども、今回
の目的というのは国立市の生涯学習に関わる課題の洗い出しをしたいのです
ね、どんな課題があるかということを洗い出ししたいということが目的なの
です。だからどの立場の方がどういうことを言うということよりも、国立に

はこういうさまざまな課題があるのだなということをなるべく数を多く、質
に関しても出していきたいというのがありますので、もしご自身がこの立場
から言いたいですというのがあればその立場から言っていただいても結構で
すし、ご自由で結構です。なので、公運審の代表として話したいということ
で……。 

 
公運審委員⑦ 先ほど傍聴させていただいたのですが、ＰＴＡの代表というふうに

おっしゃっていましたので、こちらの公運審の場合は違うということですね、
代表ではないと。 

 
間瀬委員 ご自身がどういう立場からお話ししたいと、例えば公運審の活動をして

いて生涯学習に関してこういう課題があるなと思ったからお話ししますとい

うことであれば、その話をしていただいたり、あるいは……。 
 
公運審委員⑦ そうですね、それは代表ではありませんね、個人ですね。 
 
間瀬委員 はい。あるいは先ほどの５番に関わるようなところですけども、さっき

言いました哲学読書会等の活動をやっている中で何かこういった具体的にニ
ーズがあるということで、そのときはそういったことを例えば述べていただ
くとわかりやすいかなと思います。よろしいでしょうか。 

 
公運審委員⑨ 今の補足でよろしいでしょうか。公民館運営審議会の席上で今のよ
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うなお話が出て確認をしておりますが、これは公民館運営審議会としての代
表する意見とかまとまった意見ということではないと。各人、出た人の意見

ないしはそのいろいろな立場で得た知識をもとに意見を出すということにな
っておりますので、それは今間瀬委員さんがおっしゃったことと重複します
けども、確認はされております。 

 
間瀬委員 わかりました。ありがとうございます。社会教育委員の方々もその上で、

じゃあ、お尋ね等をしていただければと思います。よろしくお願いいたしま
す。 
 そうしましたら１番目からいきます。こちらの資料２に課題が載っていま
すけれども、こちらで活動される中で課題として重要度が高いと感じる項目
はありますかということで、４名様いらっしゃったので、まず４名様に、な
るべく簡潔にご意見を１周したいかなと思いますので、お手を挙げられたの
はこちらの４名でしたね。では、公運審委員⑥さんから。 

 
公運審委員⑥ そうですか。１番の情報の整理・発信というところの（１）という

のは、やっぱり１つにはまとまっておらないということで、市民がいつどん
なものがどこで学習機会が提供されているのかということをチェックしやす
いようには今なっていないなと。一つ一つばらばらにもらった資料を、私な
んかは自分の手帳に入れていくということで自分で一覧表をつくっておりま
すが、そういうので見落としもあるかもしれないので、そこはちょっと課題
かなと思います。 
 あとどうしよう、バーッと言うのですか。 

 
間瀬委員 ほかに重要度が高いというような課題がございましたら、それについて

も。 
 

公運審委員⑥ それで、その前に、ここにあるいろいろなこうこうできていない、
できていないというのが、もちろん１００％できているということはないの
ですが、それのベースになっている数字だとか何か資料はどのレベルを指し
て言うのかというのが、いつも私はこれを読みながら、うーん、これについ
てはできていないともちろん言えば言えるけど、どのレベルで言うのだろう
というのがどこの部分にもありましたので、そこは先に言わせていただきま
す。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 
 
公運審委員⑧ はい。 
 

公運審委員⑨ 待って、順番に。 
 
公運審委員⑧ ああ、そうですか。 
 
間瀬委員 ほかにございますか、重要度が高いと。 
 
公運審委員⑥ 後でまた、はい、ごめんなさい、１番ですよね。だから１番はそれ

でいいです。そこがポイントかなと思いました。 
 それから、だから今の話で、子どもとかのデータをこちらがしっかり持っ
ていないままにお話がなかなかできないなというところがあります。 
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 それから、２の③の学習機会にアクセスしづらい人への支援というところ
で、学びたくも学べない、学習場所に入れないというところは、どういう事

実、どの事実なのかがちょっとわからないままに読ませていただきましたの
で、これは質問事項です。だからこれを検討する前に、この内容は何だろう
ということが私にわかってないということです。 
 それから、あと、でも本日一生懸命国立市のホームページをパパパッと見
てきました。そうすると、「えっ、この情報はどこにあったっけ？」というよ
うなそういうもの、例えば国立市発の中高生ＣＭプロジェクトなんていうの
が、これは私はどこで見ただろうというような思いがしました。非常に魅力
的なのですが、これはみんなに伝わっているのだろうか、どんなふうに伝え
ているのだろうかということはありました。 
 今のところ以上です。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 では、続きまして公運審委員⑦さん、お願いします。 
 
公運審委員⑦ 私も全体的な話として公運審委員⑥さんと同じなのですが、生涯学

習の範囲全てを含んでという前提でやっていらっしゃると思うのですが、そ
れぞれいろいろな分野があると思いますので、こういう抽象的な書き方をし
ていて、具体的には各所で事情が違うなというのは思います。それで私は社
会教育団体、社会学習団体なのかわからないけど、その立場で言いますと１番
は２ページ目の（１３）、それから（２３）施設の数、設備が十分でない、公
民館が１カ所しかないのは少な過ぎる、増設を望んでいます。それから３ペ
ージ目の８番の評価に向けて、（３５）それから（３６）が一番です。 

 
間瀬委員 わかりました。 
 

倉持委員 すみません、今（１３）も入っていましたよね？ 
 
公運審委員⑦ １３？ 
 
間瀬委員 （１３）は入っています。 
 
公運審委員⑦ １３、２３。 
 
倉持委員 ３５、３６。 
 
公運審委員⑦ はい、そうです。 
 

倉持委員 すみません、失礼しました。 
 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 では、公運審委員⑧さん、お願いします。 
 
公運審委員⑧ １番に関して、公運審委員⑥さんが言われたとおり総合的に言って

やはり情報がまとまっていないと、整理されていないと。一例として、しか
しそれは自分たちが頑張らなきゃいけない、これは今きずなだよりといって、
去年、おととしは、まさに情報を集めることの大変さを体感したのですけど
も、それでこの中で情報をやるときに一括して見られないのですね、公運審
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委員⑥さんのおっしゃったように。それで、これは今いろいろな情報をとり
ながら、具体的に言うと公民館が発し、それから社会協議会が、本日は私は

ポイントは高齢者に絞って、そういう視点から具体的な提起、それから包括
センター、この３つが、おのおのが出ていて、開催時期もダブるし、あるい
はホームページを追っていってもあちらこちらに出て「おや？」というもの
がある。しかし今これは我々が、我々の活動の中にメンバーを入れながらそ
ういう情報を集めようとしています。だから我々、単にばらばらだからじゃ
なくて、こちらのほうから出向いてむしろ持ってきて、そういう攻め方でや
っていて、やはり限界があって、やっぱりそれは組織的にやってられないと
ボランティアだったらかなわないなと、これは実感です。ということが１つ
です。以上、情報に関しては、あとはここに等々書いてありますので、まず
は縦割りの横のつながり、これをぜひ統一とれるといいな、そしてそれに対
して、不遜ながら風穴をあけようと思ってこういうきずなだよりと、こんな
やりにくかったですが、これは公運審委員⑥さんらと一緒にやってますけど

ね、アクションも必要です。 
 
間瀬委員 そうすると大きな１番の（３）にも関わってきますかね。 
 
公運審委員⑧ 関わりますね。 
 
間瀬委員 （３）は担当ごとの縦割りでばらばらに情報が発信されているというと

ころが。 
 
公運審委員⑧ そうです。せっかくそういう形からつい。本日は社会教育と学習、

生涯学習、これは自分で勉強しながら、これは今公民館で諮問を受けてなが
ら公民館事業の事業評価というものがあり、そこが事業評価するものはこの
中にも書いてありますけど、教育というのは非常に評価しにくい内容ですね。

特にここでは先ほどありましたけど、はっきり言って、ここに先生方がいら
っしゃるのであまり言わないですけど、生涯学習と社会教育という個人と団
体、地域がやるのが、これはよくわからないままやっていってしまうがため
に、例えば公民館なくしたっていいよという、そういう発想、センスになる。
要するにきちんとした目的部分はしっかりとした理解をする、それがベース
になって、それがあってこれらの展開がなって、そのベースの部分じゃない
かなと。だからこれをしっかりと整理して、それで市民が意識が足りないと
いうよりも、僕は行政の意識も足りないと、はっきり言ってそう思っていま
す。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。この大きな１番の重要度が高いと感じる項目に

関して（１）、ごめんなさい、（３６）まであることの括弧で言わせてもらい

ますけど、（１）あるいは（３）まででよろしかったでしょうか。 
 
公運審委員⑧ あっ、これ、２、３ごとに話すのですか。 
 
間瀬委員 ごめんなさい、数字ばかりだからごちゃごちゃして申し訳ないのですけ

ど、まずお手元にある本日の流れ等についての３．主な質問項目についてと
いうところに関しての、この中で今見せている課題のリストの中で重要だと
思われるのがあればということで、情報が１つにまとまっておらずわかりに
くいというところ以外で重要度を感じているものはありますかということで
す。 
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公運審委員⑧ ７番、高齢者。 

 
間瀬委員 ７番。 
 
公運審委員⑧ あとはいろいろありますけど、あと最後に評価のところでやっぱり

３６番、生涯学習で役割や効果、これに対する評価が必要。今単なる合理化
の中から評価をしていくと、流れの中では高齢者、少子化、財政が乏しくな
る、義務的にやらなきゃいけない、しかし今度は逆にこれらをまた一方では
これを潰さないようリカバリーするために、数字だけではない論法を今我々
は苦労して考えているわけですけどね、評価を学習・教育ということで一緒
になってやっていきたいなと、思っています。それ以外はいいです。３つぐ
らい重点で。 

 

間瀬委員 ありがとうございます。わかりました。 
 では、公運審委員⑨さん、お願いいたします。 

 
公運審委員⑨ 重要と思うのは、どれを読んでも１つずつを見ればどれも重要だな

と実は言えば思いましたけれど、例えば１番の情報で言えば３番と４番です
ね。１番と２番は当たり前といったら変ですけど、これは当然の事実だと思
うのです。だけど３番と４番は変えることができるはずのことなのです。市
のホームページを見たら確かに社会教育委員の会は日程的に載っております
けれど、イベントカレンダーの中に公民館運営審議会の日程は載っておりま
せん。というふうにいろいろな審議会の情報とかも、それですら長年の間ホ
ームページに載らない、こういうことを国立市がやっているわけですよね、
もったいないですよね。すぐでも埋められる情報というものがあるのではな
いか、そういう意味でいえば１番で言えば（３）と（４）が変えられるので

はないかなと思いました。 
 そのほかもありますが、３番の学習の成果を生かす機会の充実ですね。こ
れは私、いろいろな市民活動をしておりますけれど、例えば日曜日、ママ下
湧水公園の草刈りをいたしました。あそこの維持管理のボランティアという
のをしておりますが、それを刈る草刈り機は市から貸与されたものなのです
けど、修理とかが面倒だから、もうそちらに上げるから修理は自分でやって
くれと言われているのです。それからガソリンもとりに行ったら渡すけれど、
とりに来ない限りは持っては行かないと言われているのです。だけど、みん
なフルタイムで働いている人が平日にガソリンを容器を持ってとりに行くと
いうことはできないのです、現実。そうすると私たちは自分たちのお金であ
れを買うことになる、維持管理をするのにみんながそういう形をせざるを得
ないような仕組みがあるのです。これは１つの事例です。行けない、一生懸

命向こうもとりに来たら差し上げますよとか言ってくださっても、仕組みが
合ってなんですよね。ということは、実態を知れば合わないことが幾つも幾
つもあるのではないかなっていうのが、こういう市民活動をしているとよく
見えてまいります。ということで、この連携とか何とか言う前に、それをち
ゃんと一緒になってやれるような状況をつくってほしいというふうに思いま
す。見直してほしいと思います。それをどこか課題ということで、やっぱり
具体的な例として挙げていければわかりやすいのではないかなと思いました。 
 それから４番のさまざまな資源を活用するということですけど、これは先
ほども出ましたけれど２３番の施設の数、設備が十分でない、これはそのあ
との６番の学習をサポートする人の育成と連携の中の①番の職員、これは
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２８にも関わるのかな、２９番のほうですね……。 
 

間瀬委員 ３０じゃないですか。 
 
公運審委員⑨ ３０？ あっ、３０です、２９と３０ですね。こういうふうに専門

職員の配置が行われればやれることっていうのはいっぱいあるけれど、今で
はもう場所も狭い、いっぱいいっぱい、人の仕事もいっぱいいっぱいという
状況であれば、やはりここのところは施設の数、設備が十分でないというと
ころに関わってくるのではないかなと思いました。それが、今申し上げたの
が６番の分も入ります。 
 ８番の評価に向けてのところの３６番は、確かに生涯学習とか社会教育の
役割、効果というものは、今の数字であらわすような事業評価の中では全然
評価ができないというのがこの間の公運審の中での議論でとても明らかにな
っております。だからやはり成果というものは数字では見えないのですけど、

それは市民の活動できる状況を見ていけばわかると思うのです。成果につな
がるような具体的なものの事業評価のあり方というのは非常に難しいのです
けど、そういうことは具体的に考えていければいいのかなと思います。 
 １つだけ足せば、先ほどの学習をサポートする人の育成というところの専
門職員のことですけど、やはり国立市が職員を採用するときも専門性のある
人を、社会教育、生涯学習に関わる人をぜひとも採っていっていただきたい。
その方の意欲と専門性を生かした場所ということで、ぜひ公民館だけではな
く教育委員会の中でも活動していっていただきたい、そうすると生涯学習と
いうものに対する認知もいろいろなものも進んでいくのではないか、だから
職員採用からそういったサイクル、システムみたいなものもぜひ考えていっ
ていただきたいと思いました。 
 以上です。 

 

間瀬委員 ありがとうございます。 
 あと公運審委員⑩さん、おくれられて進行がわかっていない部分もあるか
もしれませんが、今５つの質問をさせていただこうと、今１番目の質問をし
ているのですけど、それが本日の流れ等についてというところの３番の主な
質問項目についての１番目、こちらの今課題リストがあるかと思いますけど、
その中で重要度が高いと感じられる項目がありますかということで、それに
ついて理由があれば教えてくださいということで４名の方にお聞きしたので
すけど、公運審委員⑩さんのほうでありますでしょうか。 

 
公運審委員⑩ よろしいでしょうか。遅れて申し訳ございませんでした。 

 主に優先度が高いと私個人が考える項目は、大きなくくりで３点ございま
す。まず１点目に学習の機会を広げるというところなのですが、これは私、

公運審の活動に参加して、公民館の活動などを知る機会を得たわけですけれ
ども、既に機会を得ている人たちにとってはかなり充実した内容のプログラ
ムが提供されておりますし、それから市民活動もかなり活発に起こっている
と認識しております。特に今後力を入れていったほうがいいなと思うのは、
やはり今アクセスできていない人たちにどう広げていくのかということで、
項目でいうと５番、６番、特に公民館などは若い人のアクセスがなかなか厳
しいという状況がありますのでそのあたり、あるいは１０番、行きたいけれ
ども環境的に難しい市民にどうアウトリーチしていくのかということが個人
的には一番力を入れたほうがよいのではないのかという課題です。 
 それと関連するわけですけれども、既にほかの方からも発言がありました
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ように、機会を広げていくとかアクセスを充実させていくというときに、や
はり専門的な知見を持ったスタッフがどのぐらいいるのかということが、例

えば新しい提案をするとか、どういう人が利用していったのかということを
把握する意味でも、長らく生涯学習、社会教育施設機関で経験を蓄積してい
るスタッフの充実というものが必要なのかなと考えておりまして、その点で
は２９番、３０番、サポート体制であるとか、あるいはアクセスをふやすと
いう意味でいうと施設の数が、公民館は１館体制ですけども複数館あったほ
うが地理的な障壁というものが大分軽減されますので、そのあたりが優先す
べきことなのかなと思います。 

 
公運審委員⑨ ２３。 
 
間瀬委員 ２３ですね。 
 

公運審委員⑩ あっ、２３ですね、失礼しました。施設の数が十分でない。それか
ら２９、３０ですね。このあたりは公運審でも過去に答申でそういった必要
性を示したり、あるいは要望書という形でローテーションを重視する仕組み
なのか、それとも専門性の育成なのかというところで市の人事のあり方に検
討を求めてきた経緯がありますので、このあたりは優先したいことなのかな
と個人的にもそう思いますし、公運審のこれまでの活動を踏まえていても、
このあたりは公運審としてもこれまでの議論ではっきりしてきたところなの
かなと思います。以上です。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 そうしましたら、社会教育委員の皆様のほうからヒアリングでもう少しこ
この部分を聞きたいというようなことがあったりとか、何かご質問はござい
ますでしょうか。 

 
倉持委員 一回全部聞いてからがいいのではないでしょうか。 
 
間瀬委員 聞きますか。皆様がそれでよろしければそうしますが、全ていきますか。

はい、そうしましたら、そういうことですので、ご承諾の上、次の２番です。
こちらの課題リストを見ていただいた中で、内容ですとか文面でもいいです
けれども、修正したほうがいいと思われる項目はありますかと、そこに関し
て今意見等、理由等があればつけ加えてくださいということで、こちらは３名
の方が、公運審委員⑩先生がもしあれば、それは後で言っていただくことに
して、先ほど言われた方、３名様はどなたが？ まずは公運審委員⑦さんか
らお願いいたします。 

 

公運審委員⑦ まず１ページ目の大きい１番、情報の整理・発信で（１）（２）（３）
（４）全てなのですが、私は社会教育ということから言っているのですが、
公運審委員⑧さんもおっしゃっていたように生涯教育と社会教育の理念、性
質は違うと思いますので、それを一緒に１つにまとめるというのはいかがか
と思います。 
 それと社会教育の、生涯教育のほうはちょっと置いておきますけれども、
独立性を保障してほしいと。情報を１つにまとまらないでくださいと私は考
えます。それから特に１番です、今のところ。 
 それから（２）番、ＳＮＳ、非常にリスクがありますので慎重にやっても
らいたい。 



 43 

 （３）番は１番と同じですね。 
 （４）番、グループ、人、内容の情報が充実に提供され、個人情報の問題

がありますので慎重にやっていただきたい。 
 それから、項目そのものを取りかえるときは、追加なりするときは３番で、
一部修正だと２番なのですか。 

 
間瀬委員 そうですね。何となくそういう、思ったようにやっていただければ大丈

夫です。 
 
公運審委員⑦ じゃあ、２ページ目の（２０）番で１行目の後半で学習活動を支援

する人材の確保という表現が、これは支援するということではなくて、学習
活動を保障する職員配置の充実をお願いしたいです。 
 それから、２ページ目の一番下の２５番、「文化・芸術によるまちづくりの
事業（くにたちアートビエンナーレなど）の」とありますが、１つだけ例を

載せるのは事業内容の規定なり、決めつけなりになりますので、例は載せな
いでいただきたい。くにたちアートビエンナーレがなぜ１つだけ入っている
のかというのが不思議です。文化・芸術によるまちづくり事業というのは市
民でいろいろな考え方があると思いますので、こういう規定するようなこと
は避けていただきたい。 
 それから３ページ目の、先ほども言いましたが社会教育と生涯教育の違い
ですが、大きな７番、生涯学習計画を策定する上での課題、７番、生涯学習・
生涯学習理念を市民にわかりやすく伝えるというときに、生涯学習の理念と
社会教育の理念は違うと思いますので、便宜上生涯学習の中に社会教育を含
めるのでしたら社会教育の理念ははっきりと出していただきたい。社会教育
は公教育です。生涯学習はカルチャーセンター、ＮＨＫ学園さん、国立でい
いますと、含め民間も含んだ生涯学習となります。生涯学習機関ですね。だ
から明らかに違うと思いますので、理念ははっきりと示してほしい。 

 それから３３番もそうですね、範囲が明確になっていないと。生涯学習の
範囲、そういうことで明確にしていただきたいということですので、それは
その場合です。 
 以上です。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。僕から質問というか、生涯教育という言葉を先

ほど、最初は前半に使われていたのですけど、社会教育と生涯学習という言
葉を使われて、生涯学習という言葉……。 

 
公運審委員⑦ ごめんなさい、生涯学習でいいです。 
 
間瀬委員 という意味で使われていたということでよろしいですか。 

 
公運審委員⑦ はい、生涯学習と社会教育の区別です。 
 
間瀬委員 承知いたしました。ありがとうございます。 

 では、続きましては公運審委員⑧さんですかね、お願いいたします。 
 
公運審委員⑧ 全般的などこにも入っていないという意味で１つは、やはりいろい

ろ教育って全てそうなのですけども関心度をいかに持たせるか、それが参加
の大きなポイントだと思うのですよね。皆知らないとかいうのではなくて、
関心でまず引っかければ潜在的にはいるわけで、その辺の施策をどこに入れ
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たらいいのかなという、その部分が広い意味では学習機会、あるいは学習、
人の支援、市民参加のそういう大きな投げ方、書き方、それは上からじゃな

く、仕掛けは上だけどもそういう目覚めさせる、それが非常に重要。例えば
今公民館だより、残念ながらこれは１０％、読んでないのは１０％、多いか
少ないかというのは別なのですけどね、例えばそういった場合に決して知ら
ないからかもしれないし、忙しいかもしれない、そういうところで非常に僕
は常に思っている、自分自身がそうだったから、忙しくて出られなかった、
いざ行ってみて、何だ、こんなやっているじゃない、どうして今まで気がつ
かないのだって、こういったまざまざと感じたので、そうすると目覚めたら
そういう視点ではすごくあるわけね。だからそれはＳＮＳとか若者とかいろ
いろな年寄りとか対象が違いますよね。しかしおのおのに向けたやり方があ
るはずなので、それをどこに入れたらいいのかなと、それをどこかにやっぱ
り施策として、基本的には人は見たくないものは見ないし、見たくなったら
見るのです、自然に調べてます。情報ない、ない、ないと言うけどね、興味

あったらガンガン調べて行きますよ。これ、例えばここに事例を、これは何
が何でもやらなきゃいかんとあるからやっていくわけですよね。非常に単に
受け身で知らないというかな、はっきり自分は嫌いですね。意欲さえあれば
情報はたくさんあるのですよ。しかし一方では任せちゃだめなので、行政は、
それ、与えやすさを考えなきゃいけないのですけど、という意味で、という
ことでいかに関心を持たせるかということ、興味をいかせるか、これに尽き
るなと思っています。 
 それとあとやっぱり公運審委員⑦さんがおっしゃっていますけど、でも社
会教育、生涯教育のあり方、どっちがどっちって絶対ないので、それは日常
の行動で個人で行くのと、それから地域に貢献するんだよという意識の持た
せ方を、いかにやるかがだと思うのですけどね、それが広い意味の発掘だし、
ポテンシャルを上げることじゃないかなと思って、そういった関係をどこに
入れるのかなと思いながら、その２点ですね。お互いタイアップし、関心を

持たせなきゃいけない、それを広げることによって潜在力を上げるのだとい
うことです。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 そうしましたら公運審委員⑨さん、お願いします。 
 
公運審委員⑨ ２番の学習の機会を広げるの（６）です。子どもを多様な学習の機

会へつなげる仕組みが十分でない。先ほど一中のＰＴＡの方もおっしゃって
いましたけど、多様な学習の機会へつなげる仕組みって、何を指してこうい
う言葉を並べられたのかということが、ちょっと読んでいてよくわからない
のです。理解しくいような言葉、多様な学習の機会っていうものが大体子ど
もに対してどういうことなのかということが、もうちょっと説明がないと理

解が得られないのではないかと思いました。私はわかりませんでした。 
 それから２番の④、２ページの一番上にあります「市民としての力を育て
る」、この「市民としての」の「として」というのが、なぜこれが入っている
のかが、正直なことを言えばわかりません。市民の力を育てるならわかりま
すが、市民としての力って何だろうと思いました。こういうふうに言葉を並
べるときにやっぱりとても大事なことなので、その辺は少し内容はチェック
していただきたいと思いました。 
 それと３番の（１８）、社会教育の場が不足しているとありますよね。これ
はどういうことを想定して社会教育の場が不足しているとおっしゃるのか、
言葉で書くのは簡単なのですけど、どういうことを想定しているかというこ
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とがこの内容ではちょっと読み取れない。市民活動の連携というところにこ
れが載っているのですけれど、それと社会教育の場が不足している、連携し

た社会教育の場って、大体学校、地域、家庭が連携した社会教育の場って何
だろうっていうのがちょっとわかりにくいので、この辺は少し明確にしてい
ただけるとありがたいと思いました。 
 それと最後が６番の（３２）です。市内民間企業、組織、教育機関などと
の連携が十分でないとありますが、この３２番はこれだけなのですよね、②
も③もないのですよね。そうすると、例えば市内民間企業とありますけど、
一番やっぱりぴんとくるのは市民活動団体とかＮＰＯ団体ではないかなと思
うのです。その辺の言葉が全然入っていないということが理解されにくいし、
私たちもなぜこういうふうになっていったのか、市内の市民活動団体にして
は少しそういうことはあまり実情を、ＮＰＯ支援室のタナカさんが入ってい
らっしゃるのにおっしゃらなかったのかな、なんていう疑問が出るぐらいち
ょっと寂しい思いがいたしました。 

 以上です。 
 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 それでは、公運審委員⑩さんのほうでもし何かあれば。 
 
公運審委員⑩ 具体的なところで申し上げますと、（５）と（６）の学習の機会を広

げるというところで、ここで書かれている課題は私も共感するところが多い
のですが、この「・若者」と併記されているにもかかわらずというか、いる
一方で、課題が学校から離れた人とか学校に居場所がないと、主に学齢期の
課題がここで列挙されていて、若者の課題というか学齢期以降の若い人たち
で、例えば居場所がなかったりとか、あるいは学校でまた学び直しをしたい
若者もいると思いますので、そのあたりのバランスというか、子ども・若者
という見出しがついているのですが、（５）と（６）は字面だけを拝見すると

子どもにやや比重が置かれているので、そのあたりのバランスをもう少し調
整してはいかがでしょうかという意見です。 
 それからもう一つは、これは全体に関わることなので具体的にどうこうと
いう感じもないのですが、それから審議の経緯を私、詳細を承知していませ
んので的外れな話になるかもしれませんが、生涯学習の構想を考えるときに、
働くことと学ぶことをどうつなげていくのかと。例えばリカレント教育であ
るとか、あるいは退職後に学ぶ場所を含めた学校教育機関に何度も往復しな
がら、働くことと学ぶことと暮らすこととを往還していくということがおそ
らく生涯学習の体系を考えるときの１つのポイントになるのかなという個人
的な関心があるのですけれども、ややそういう働くこととのつながりについ
ては、今のところ項目としてそれほど明示されていないところが個人的には
やや気になりましたということで、２点です。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 
 
公運審委員⑧ ちょっと追加があった。 
 
間瀬委員 どうぞ。 
 
公運審委員⑧ １点。学ぶ人というか、私は公民館を主体として多少考えています

が、もちろん生涯、いろいろな仲間の人を見ると生涯学習的な自分の考えて
いた大勢の人ね、公民館というか公的な場で重要なのはそこから個人レベル
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だった、この地域への展開を図って、そういう意識を持つ人は、いなくはな
いですよ、相当いる、ただ相当数の人は公民館というか社会教育の中にいる

のに関わらず生涯学習と同じ感覚で受けているというのが非常に多く見られ
るのですね。たまたま僕が見る範囲では。どういうことかというと、せっか
くやったことが個人のレベルで終わってしまって非常にもったいない、これ
は本質的には社会教育あるいは公民館の役割というのはそこから出ていくの
で、そういう意識が持たせるような方向性というのはものすごく貴重で、そ
れがはっきり言って僕は欠けていると思います。国立市はかなり外見（そと
み）的に、外から見るとすばらしいように見えるけれども、意外にちょっと
弱い。ほかの他市とか、他市でもいいとは言わないですよ、ちょっとそこが
弱いところがありますね。弱いところ、みんな持った弱さなのですが、みん
な、ぜひそれは強調したいですね、ということです。要するに地域へのつな
がりを持った展開であるということ。 
 もう一点言えば、公民館はそういうような鍵になっていろいろなキーをや

っているという、そういうポイントにいるのですね。いるからこそ、先ほど、
公運審委員⑩先生のおっしゃったようにかなりの力を持った人が行わないと、
簡単に、単にそれはカルチャーセンターやればいいじゃない、人がかわって
二、三年でできるようになるよ、そんな感じのものではないのですね。そこ
のところの理解、意識をぜひ入れてもらいたい。 

 
間瀬委員 わかりました。２ページ目にあります大きな３の学習の成果を生かす機

会の充実の③に学んだ成果や学習成果を地域に還元するという言葉があるの
ですけど、ここらあたりに関わることだということで認識させていただこう
かと思います。 

 
公運審委員⑧ そうですね。 
 

間瀬委員 ありがとうございます。 
 そうしましたら、一遍にやってしまいましょうということだったので、次
に質問項目の３番目、国立市の生涯学習に関わる課題、こちらのリスト以外
で課題と感じていることはありますかという質問になります。こちらはお二
方が最初に手を挙げられていましたが、公運審委員⑦さんですね。 

 
公運審委員⑦ ３ページの大きな６番、学習をサポートする人の育成の中に、３０番

のあとでも、職員の研修、教育が必要だと思いますので、そういうのが入る
といいのかなと思います。 

 
間瀬委員 職員の研修機会ですね。 
 

公運審委員⑦ 研修、教育、育成という言葉ですか。 
 
間瀬委員 ありがとうございます。 
 
公運審委員⑦ それから、同じ続きの②の３１というか、②ですが、市民の学習の

支援者を育成すると言いますが、どういうふうに入るのかわかんないですけ
ど、公の責任と市民の役割をはっきりとさせておいてほしいと思います。 

 
間瀬委員 わかりました。よろしいでしょうか。 
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公運審委員⑦ はい。 
 

間瀬委員 そうしましたらもう一方は？ 
 
公運審委員⑨ 私、挙げましたけど、その次で申し上げますので、時間がなかなか

大変そうなので。 
 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 そうしましたら公運審委員⑩さんのほうで、こちらに載っていること以外
で課題だと感じられることはございますでしょうか。 

 
公運審委員⑩ これは生涯学習に関わる課題でということですか。 
 
間瀬委員 はい、国立市の。 

 
公運審委員⑩ 国立市の、このペーパーにないけれどもと。 
 
間瀬委員 そうです。 
 
公運審委員⑩ 先ほど申し上げた点は、もしかするとそちらのほうが適切だった…

…。 
 
間瀬委員 働くこととのつながりの部分ですね。 
 
公運審委員⑩ そうですね。 
 
間瀬委員 はい。その他は？ 

 
公運審委員⑩ 大丈夫です。 
 
間瀬委員 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 そうしましたら次は質問項目４番、その他ご意見・ご提案などはございま
すかということで、こちらも３名の方ということで、公運審委員⑦さんから。 

 
公運審委員⑦ この４番でいいのか、３、５番なのかわからないですが、先ほども

申し上げたように社会教育に関する行政の役割は、５番に近いかもしれませ
んが、生涯教育云々から、生涯学習計画について、行政の役割は市民が学習
しやすいような環境を整備することだと思いますので、その範囲でやってい
ただきたいということです。ということは教育の中身について触れていかな

いでほしいということです。 
 それから、先ほども言いましたが社会教育機関の独立性を担保してほしい、
市民が主体となった学習の取り組みを尊重してほしい。それから、ちょっと
どういうふうに進めていらっしゃるのかわかんないのですが体系化しない、
総合化しない、計画化しないでほしい。 

 
間瀬委員 うん、体系化？ 
 
公運審委員⑦ 体系化しないでほしい、総合化、計画化しないでほしい。 
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倉持委員 計画化の前、体系化と計画化の真ん中は何ですか。 
 

公運審委員⑦ 総合化、書いてあったような、調査のときのＱ＆Ａの中に提言が書
いてありましたので、それに対してのことです。 

 
間瀬委員 ここに、下から３行目に「施策を体系的に整備し、総合的かつ計画的に

進めていく」というところに関してのことですね。ということは計画そのも
のに関してつくらないということでもないのですか。ごめんなさい、どう捉
えて、体系化、計画化、総合化しないというのは。 

 
公運審委員⑦ だから整備の計画、環境を整備する計画であってほしい。 
 
間瀬委員 なるほど、わかりました。 
 

公運審委員⑦ だから先ほどから出ていますが、生涯学習の中の――社会教育は、
昔の出発点を見ると大人、平たく言っちゃえば大人が学ぶことという定義で
した。その後、生涯学習だけとして家庭支援とか入ってきていますけれども、
社会教育の出発点、大人も学ぶことというのを生かしてほしいというのは、
学習、学びというのはあくまで個人、１人の脳で１人の脳を使って考えるこ
となのですから、あくまで最初は個人……。 

 
間瀬委員 ちょっと待ってください。はい。 
 
公運審委員⑦ そして、１人の学び、独学じゃなくて社会教育というときに学び合

いというのが出てくると思います。で、学び合いがあり、そして例えば公民
館なら公民とついているように公の存在であるということで、当然最初に私
が１番にしましたそういう市民としての何とかというのがわかりにくいとい

うことだったのですが、公運審委員⑨さんからは、そういう社会教育の目的
というのはあると思います。 

 
間瀬委員 よろしいですか。追加があれば後で結構ですけど。 
 
公運審委員⑦ 同じことなのですが、すみません、市民の学習権を制限するような、

学習内容を誘導するようなものを計画にしないでいただきたい。主体を侵害
するようなものは入れないでほしいというようなところです。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 続きまして、公運審委員⑧さん、お願いします。 
 

公運審委員⑧ 先ほどの話ですが、社会教育と生涯学習、その中に今社会教育が入
って埋もれるという言い方なのかな、ちょっと本来社会教育の、あるいは公
民館的な役割というのはこれの中に相当数は公民館がやる単なる講座、講座、
講座、講座と言っているのは相当数公民館的な要素多いのですよね。何かこ
ういうようなこの文面全体から見て公民館を出せということじゃないのです
けども、非常にパーソナルと地域とのそれがもう少し整理した形で表現され
てもらいたいし、今さっき個人のと言ったときノーと言った意味は、決して
社会教育、それはそれだったら生涯学習の中で自分の生涯でやっていくなら
それはパーソナルでいけばいい。いけばいいじゃないのですね、当然そう言
いながら、でもそれは社会教育を目指すのはベーシックか、それから上げる
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こと、その個人が学び、みんなが学び、上げることであって、もちろんベー
スは個人ですけどね、はっきりとしないとカルチャーセンター無料化とか何

だかんだ、ほんとによくわからない議論に行ってしまうわけで、何だ、受益
者負担だけじゃないかと、そうじゃない、無関心で出て、無関心、興味ない
から出てないだけ、ほんとは、あるいはそういう今度は距離的な問題と館数
の問題と、これはもう一つは人数が多ければ当然それを上げなきゃいけない
ですね。だからそういうところで決して、そういう話は一部の議員さんとか
出るようですけども、それはわかってないから言う話だと思っているので、
その辺のところは明快にぜひ主張っていうのですかね、どんな文面、文脈か
何かで残してほしいというか生かしたいというように、以上。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 公運審委員⑨さん、お願いします。 
 

公運審委員⑨ 生涯学習の定義というのが調査の補足Ｑ＆Ａというところの一番初
めに載っていて、これでわかったような感じになりますが、これを読んで自
分たち、国立市民にとって生涯学習って何だって言ってぴんとくる人はまず
いないと思います。だからこの言葉をもっとかみ砕いて、答申をお出しにな
るときにはぜひ国立市民の現状に沿った形で生涯学習というのをこういうふ
うに考えて、これについて課題を抽出して、何々をしてということをわかり
やすく最初にやっぱり載せていただきたい。そうじゃないと生涯学習って何
だかよくわかんない、身近じゃないものとしか捉えられないのではないかと
思いました。というのがまず１つです。 
 もう一つは、これは公運審の委員長として申し上げるとすれば、ヒアリン
グを今回公運審に対してしていただいたことに感謝申し上げます。やはりこ
ういう機会を与えてくださったというのは非常にありがたいと思っておりま
すし、多くの方が委員の人たちが時間を割いて本日来てもらったことでも、

こういうところで意見を出したいと思う人たちがやっぱり公運審の中に集ま
っていたということがわかっていただけると思います。だからこういう機会
を全員、課題なり問題の道筋をつけるための今回答申ですから、全部のＮＰ
Ｏ団体、全部の市民活動のところに聞くということは無理だし、それまです
るかどうかというのはまた違うのかもわかりませんけれど、できるだけこの
ように多くの団体にヒアリングをしていただくというのは非常に有効な手段
だと思います。それも代表者１人ということではないのが非常に有効なので
はないかと思いますので、ぜひこれからのアンケートなりヒアリングにはそ
の辺も配慮していただけるとありがたいと思います。 
 最後に、課題解決のための提案まではこれ、書き込むのでしょうか。課題
を今列記されていますよね。 

 

間瀬委員 はい。 
 
公運審委員⑨ こういう課題があるので、こういう課題をどういうふうにして導く

ための何々が必要みたいなところまでお書きになる予定なのでしょうか。 
 
柳田議長 柳田議長 今回の答申のあり方ということですので、おそらくその辺は

この２１期の会としてはおそらくまた今後の議論となるかと思いますが、議
論の中で必要となれば提案することになるかと思います。 

 
公運審委員⑨ 提案することはできるということですよね。課題を列記することは
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たくさんのヒアリングをしたり、いろいろな情報を集めれば可能なのですけ
ど、それの解決なりつなぎ方っていうか、道筋を書くというのは非常に難し

いと思います。できればその課題が、完全に問題解決までは書き込むことが
時間的に無理だとしても、少なくともこういう方法があるよということも含
めて少し議論いただいて、必要な部分に関しては、全部ということではない
かもわかりませんけど、もうちょっと整理をした中できっと載っていくのだ
ろうと、それを期待しておりますということです。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 そうしましたら公運審委員⑩先生のほうでその他、ご意見、ご提案などご
ざいますでしょうか。 

 
公運審委員⑩ 既に議論されていたことなのかもしれないのですけれども、最初に

申し上げた優先事項の中でアクセスしづらい人への支援というようなことが

重要だと考えていると申し上げましたけれども、特に生産年齢人口にある人
たちが学習機会にアクセスできない最大の要因は、やはり長時間労働である
とか働き方の問題が背景にあって、これは国立市の課題を超えて、まさに日
本全体の雇用をめぐる課題なわけなのですけれども、ここで列挙されている
課題の中には教育の機会の提供や学習内容や構成の工夫で対応できるものと、
それからどれだけアクセスしづらい人への支援をしたとしても、一例を挙げ
たようにそもそも残業していたのでは学習の機会がないみたいな、そういう
生涯学習の計画や構想ではカバーできないことに起因する課題と両方あると
思うのですけれども、後者についても個人的には何らか現状認識としてこう
いう状況があって、なかなかすぐに解決はできないけれども課題としてある
のだということは、やはりこの種の課題を議論するときには、市としてでき
ることと、それを超えているけれども非常に重要な影響を与えている課題と
整理されると、もう既に議論されていたとすれば蛇足になってしまいますけ

れども、そういったことも少し議論の中に組み込みながら答申をつくってい
ただければなと思います。 
 以上です。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 そうしましたら最後、５番のその他、これは先ほど申しましたけど公運審
の委員としてでも結構ですし、各選出団体からの活動でも結構ですけども、
その上での要望、ニーズというのはございますでしょうかということですけ
れども、お二方からありましたが、いかがでしょうか。 

 
公運審委員⑦ ごめんなさい、私、４番と５番一緒にお話ししましたので結構です。 
 

間瀬委員 わかりました。そうしましたらもう一方、お願いいします。 
 
公運審委員⑨ ３ページの（３４）の市内・庁内で生涯学習推進の優先順位が高く

ないというのがあります。非常に寂しいことが書かれておりますが、じゃあ、
これを上げるためにどうしたらいいかということだと思うのですが、私ども
公運審のほうでもよく教育長などにいろいろな人事の要望書などを持ってい
って、いろいろお願いをしたりすることがあるのですが、そのときにいつも
話をするのが、文教都市国立というのは、国立のやっぱり看板です。それは
ただの看板だけではなくて、これを実のあるものにするためにぜひとも教育
のほうにお金を使っていただきたいし、力を入れていただきたいということ
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を申し上げております。私も、公民館のほうでもいろいろな活動をしており
ますが、１館ということと、職員の正職員の人数も含めて非常に限りがあり

ますので、これ以上さらに新しい仕事をふやすというのはなかなかできない
状況です。そうなると、もっと文教都市国立を発信するためにこういう新し
い事業がいいなと思っても、それがちょっとなかなか難しい状況なのです。
そういうときに、ぜひこういう社会教育などと、国立で言えば生涯学習課な
どと一緒になって、いろいろな教育施設だけではないところのさまざまな発
信を、この優先順位を高めていくような工夫を一緒にやっていければいいの
ではないかなと思いました。それがひとつ考えていただければありがたいな
と思います。公民館のほうはもういろいろな、先ほども公運審委員⑩先生も
おっしゃいましたけど若者に対する支援と、いろいろな新しい課題に対する
支援、学習などもいろいろ計画しております。市内の大学とも連携しながら、
一橋大学などと連携しながらいろいろな活動もしております。それをさらに
広げる形で一緒になって力を合わせるといいのではないかと。こういう寂し

いのが書かれないような流れをぜひつくっていただきたいと思いました。 
 
間瀬委員 はい。 
 
公運審委員⑧ この３４番に関して、これはちょっとここに書いた１点の中で国立

市、誰もが安心して暮らせるまちナンバーワンを目指してと、こうやったら
これを支えるものは何だろうというと、自然と何かこれ、我田引水的にはな
いでもないのですけども、これ欠かせないのですよね。それで今何かのとき
は、公運審委員⑥さんとか一緒になってやっているのですけども、高齢者の
問題、認知症、３分の１から４分の１に２０２５年にもうなるわけですよね。
それを解決できなくて、そうするとこいつ、これらのいろいろな関係という
のはそれといろいろリンクしてあって、優先度が非常に低いなというのはあ
り得ないはずなのですけども、そんな点からぜひこの挙げたタイトルに対し

てのその実現としての欠かせざるものであるということをいろいろな論理武
装で、我々もやっているのですけどね、それで具体的にはつめる２０２５年
問題、２０３５年問題を生涯学習の中でどう見るかという、これ１つ挙げた
ら決しておろそかにできない、そんな簡単で片手間な一、二年のことで済む
話じゃないわけですよね。そういうことを提案して、あえて言えば２０２５、
２０３５年、３分の１か４分の１、高齢者あるいはしょうがいしゃと実際に
は国立でもいろいろな意味で出てないけども３,０００人とか４,０００人い
るわけですよ、実際に目にしないけど。そういう人たちを抜きにして、それ
はお金もかかることですし、それはそれ、この中に入っているはずだし、佐
藤市長は常に出身母体もありますし、そういうところを目指して社会福祉と
かそういうのに力を入れているわけなので、ぜひ今は絶対に使う機会、チャ
ンスだと私は思いますけどね。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 どうぞ。 
 
公運審委員⑥ いいですか、今５番でいいですよね。 
 
間瀬委員 はい。 
 
公運審委員⑥ はい。２点あります。この１番の（１）のところですが、私は先ほ

どこれがいろいろなところに、３番と関連してばらばらな情報になっている
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ところを何とか見えやすい形にするといいなというのはありますが、これは
決して、決して市報と公民館報とか「くにたちの教育」とかあれが合本にな

るということを提案しているのではないので、そこのところはほんとに先ほ
どから社会教育の拠点、公民館の独立性というところをしっかりとここは言
いたいないうところがあります。だから市はもっといろいろな形で、ネット
上でざっと日付ごとに国立市でどれだけ学びの機会がどこで行われているか
ということをつくることをやってくれれば十分なので、合本と合冊というよ
うなことではないということだけは一度言っておきます。 
 もう一点なのですが、やはりここは生涯学習となっておりますが、社会教
育の公民館の公運審の委員として申し上げれば、やっぱり教育事業に携わる
職員の身分が保証されていない、若い人が特に幾らやっていても、何年かで
この自分の非正規のままではもうこれは生活ができないといったら、そこで
キャリアを捨てて別のところに移らざるを得ないような、ほんとに悲しむべ
き人材の損失を、このところ我々は毎年見ていますので、そういう非正規と

いうことと教育職というところをやっぱり市はもっと力を入れてここは大事
にしなければ、大人も若者もほんとに大変な損失を被るなというところがあ
ります。この２点を。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 
 
公運審委員⑨ すみません、今の補足を１つだけさせてください。公民館も嘱託職

員さん、事業の嘱託職員さんが一度に２人、２人いらっしゃるのが２人一度
にこの春、少し月はまたがりましたけどかわるようなことになりました。と
同時に正規職員さん２人の異動もありました。ということで、公民館は新し
い事業といっても、もう年度はもちろん年度前に決まってはいたのですが、
いきなり４月から新しい人たちで取り組まざるを得ないという非常に混乱し
た時を迎えたのが先ほどの公運審委員⑥さんがおっしゃった背景にもありま

す。その背景が嘱託職員さんによって事業が支えられているというこの現状
です。 
 もう一つ言えば郷土文化館の学芸員さん、今年も２人一度にかわられまし
た。２年前もかわられております。全然、今までの事業の伝達もあまりなさ
れていないままという場合もありました。一から利用している市民団体がお
教えするという形にならざるを得なかったです。そういう正規職員さんじゃ
ない方で事業が行われている教育部門ということが非常に問題を大きくして
いるというのは、私たち共通の認識になっております。 
 以上です。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 
 

公運審委員⑦ 追加でいいですか、５番で。非常に大きなことを言ってうまく入ら
ないなら結構です。グローバル化、情報化、産業・経済の急激な変化の中で
暮らす市民の近々の課題と喫緊の課題に取り組む生涯学習、社会教育をとい
うことの視点を持ってやっていただきたいという大きな話です。すみません。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 そうしましたら、公運審委員⑩さん、何かありますか。大丈夫ですか。あ
りがとうございます。 
 残り時間は、５８分までなのであとちょうど１５分になっています。まだ
社会教育委員の方から深掘りしたいところとか、あるいは何か質問的なもの
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もあったので、そこにお答えされる方があればそこもお答えいただくという
形で、いかがでしょうか。手が挙がらなければ１人ずつ当てていっちゃおう

かと思うのですけど。これだけたくさんの……。もしよかったら、言い切り
ませんか。いいですか。では、坂上さんから１人ずつ、感想でも結構ですし、
深掘りしたいとか、ヒアリングの機会ですので、せっかくですので。 

 
坂上委員 何でしたっけ、専門職員を置ければそれにこしたことはないと思うので

すけれども、どう見ても役所にそれだけのお金があるかどうかって、私は全
く部外者ですから、別に役所の味方をするわけでなく申し上げるのですけれ
ども、むしろどんどん市民の方の力を取り込むというか、こういう言い方が
適切かどうかわからないのですけれども、主体的に公民館を運営されている
市民の方が主体的にもう実際の運営を乗っ取れる、乗っ取るという言い方が
適切かどうかわかりませんけれどもやるような、それについて起きたことに
ついては役所が責任をとるというようなちょっと新しいスキームで考えてい

かないと、どんどんニーズは膨張するけれども、人口は減少して多分税収も
減っていくということが予想される中では、むしろこちら側から積極的にも
っとコミットしていくというような考え方はないのでしょうか、というのが
１つ質問なのですけれども。 

 
公運審委員⑧ それに答える他市の例で。市民が入るとその部分に入ってしまって、

全体的な視野がなくなって、それを変える人にエネルギーをかけられる人が
特定になってくる。弊害となる市を幾つも見ています。そうすると、そのう
ちだんだん何か自分のものにしちゃって、何だっていうことになってしまう、
そういうおそれがあるし、言いたいのは、幅の広さがあるから、市民では、
僕ははっきり言ってそれは市民がそれだけ持っているという方はいるでしょ
うけど、それはもう標準的に見ないと、ですね、せっかくの話ですが、僕は
たまたま悪い例ばっかり見たのかもしれないですけどね、いい例は見てない

ですね。いい提案ではあるのですけどね。 
 
公運審委員⑨ 私も今のご質問は、そういうことはもちろん考えられるなとは思い

ます。ただ、本当に職員の、専門職員の役割っていうのは、市民の知識とか
っていうことを超えたところをやっぱり期待しております。市民では賄い切
れない部分というのが必ずありますというのは、例えば職員はお仕事で深く
関わるわけなのですけど、市民は自分の生活の中の一部分でしか関わりがで
きません。手伝うことはできるし、一緒にやることもできます。またそうい
う専門職員のもとで多くの市民が、それこそ力を得て育っていき、グループ
をつくり、国立の町をどんどん、どんどん活性化していくというのが私たち
の目標ですので、そういう意味で市民も外に出てその中核となって活動を広
げていく役割は担いますが、やはり大もとの部分は専門職員だというふうに

思います。それはそれだけの役割も期待されるし、しなければいけないとい
うふうに思います。６０周年のこの間、去年に集まりを持ったのですけれど、
そのときにまとめた記念誌の中でこの１０年間の活動というのをまとめたの
ですけど、やはり市民の役割と職員の役割の違いというものがそこに出てま
いります。一緒になって文教都市国立を広げていけば、どんどん力をつけれ
ば、税収が少ないとか市民が減るとかいうことではない、もっと前を向ける
ような動きになっていけばいいと、私はそっちのほうを期待しますので、よ
り専門職ということで思っております。絶対国立で言えばやっぱり専門職員
のいない公民館、専門職員のいない生涯学習というのはあり得ません。だか
らこそこの寂しい３４番のように優先順位が高くないにつながるのではない
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かなと思いました。 
 

間瀬委員 ありがとうございます。ちょっと一旦……。 
 
事務局 時間はあと約１０分になります。 
 
間瀬委員 ということで、もし先にどうしてもということがあればそちらを優先し

てもらっても結構ですし、なければ順番で時間切れになっちゃうかもしれま
せんけど。よろしいですか。じゃあ、柳田議長から。 

 
柳田議長 順番ですか。今、公運審の方々から貴重なご意見等を伺いまして、先ほ

ど言ったようにこれから優先順位というのをおそらく決めていくということ
になると思うのですが、やはり根拠ですか、エビデンスが必要ということで
したので、調査して現状というのを見ながらまとめていきたいとは思ってお

ります。先ほど高齢者の話も多く出ておりましたけれど、実際どうなのでし
ょう、生涯学習のリーダーになっている方々というのは、年齢層というのは
どの程度なのでしょうか。この会の最初に国立市の将来の人口というのを見
ていたときに、二十何年かで８５歳以上がすごい数になるのです。こういう
形になっていくところを見たときに、若い人たちというのはおそらく一橋大
学の学生とか東京女子体育大学の学生が中心となっているとは思うのですけ
れど、大学はこれから規模が小さくなってきたりすると人数も減って、若い
リーダーとして引っ張っていく人たちも減ってくるとは思うのですね。例え
ば公運審のメンバーの方を見ても、間瀬さんは非常に若い、そういうリーダ
ーの方々がこれからおそらく減っていくのではないかというような感触はあ
るのですが、その辺はいかがなのでしょうか、ちょっと聞いてみたいなと。 

 
 

公運審委員⑨ 簡単なことを私が言えば、どこでも年齢的に高いところが多いとは
思いますが、例えば若者向けの講座が少ないから、そこからスタートしてグ
ループをつくるところが少ない、結果として。高齢者の例えばシルバー学習
室というのを２５人だか３０人だか定員で毎年、毎年やっていて、いろいろ
な卒業生は趣味の団体に入っていくわけなのですけど、地域でのコミュニテ
ィをつくりながら生きがいを求めてやっていきますが、みんなそれは大体
６５歳以上ということなので、みんなそういう意味では高いのかもわかりま
せん。ただ公運審も、間瀬委員より若い委員も向こうのグループに１人来て
おりますが、いろいろな活動の中の代表者をできるだけ入っていただいてい
て、間瀬委員のようにいろいろな活動をしている市民のグループというか、
そういうところから委員に入ってくださると、やっぱりその目で見たものを
意見を言ってもらえるので違ってくるのですよね。だからまずいろいろな審

議会とか委員会とかいろいろなところにそういう人たちが入れるようにして
いくのは非常に大事だなとは思いました。やっぱり意見が出せる場をつくっ
ていきたいというふうに思いますし、公民館もそういう若者向けの講座、今
は自立に困難を抱える若者とか、しょうがいのある人と一緒にやるわいがや
のような活動とかをやっておりますが、それ以外の若い人たちも参加できる
というと、多分若いお父さん、お母さん向けの学芸大の未来プロジェクトで
すか、その方々と一緒にやっていらっしゃるようなものだと思うのです。だ
から少しずつそういうところからグループができていって、若いママさんた
ちの読み聞かせの活動とかもありますので、決して年齢の高い人ばかりが公
民館に集っているわけではないなとは思います。私どもの場所限定のお話で
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すけど、地域によってそういうところがあるのではないかと思います。 
 

公運審委員⑦ 私、結構皆様から公民館にお年寄り、高齢者がたくさん行っている
のではないのって言われるのですが、私、哲学読書会ってやっているのです
が、実質４０代、５０代の男の人、女の人も特に多いですけども意外と現役
世代の、若いというのと違う、働いている世代というのは意外と来ているの
ですよ。それが別にあまりうろうろしていないというか、来たい講座だけ、
来たいサークルだけに来ているので、意外と来ているのですよ、国立市公民
館の場合は。その辺をわかっていただきたいなというのはいつも思っており
ます。 

 
公運審委員⑨ さっきのようにＮＰＯで、ほら、みんな働いているので、例えばガ

ソリンをもらいに行けないという話をしましたけれど、つまりみんな働いて
いる世代なのです、３０代、４０代、５０代の。そういう人たちが活動して

いて、代表者はそうじゃない人を置かないと市内でいろいろな連携がとれな
いので、連絡がとれないので代表者はちょっと年齢の高いというか仕事を持
っていない人になるのかもわからないけど、実際の活動には参加をされてい
ると思います。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。 

 そうしましたら倉持さん、どうでしょう。 
 
倉持委員 ちょっと時間が多分なくなっちゃったのでご意見を伺うのは難しいかも

しれないのですけど、国立の公民館って本当に社会教育の中では非常に歴史
があって、豊かな実践をしてきたので、公運審の皆様に直接お話を伺えて、
大変本日は勉強になりましたし、よかったなと思いました。実際うちの学生
もたくさんわいがやなどで活動させてもらったり、実習させてもらったりし

ていて、ほんとによく育てってますので、おかげさまでというところでしょ
うかね。 
 時間があれば聞きたかったのですけど、今学校と地域の連携とか、学校を
支援するということがかなり社会教育や生涯学習の中で大きなテーマの１つ
になっていると思うのですけど、社会教育、生涯学習がその地位を少し上げ
ていくというか、もう少し意義を理解してもらう、庁内でも市民にもといっ
たときに、学校教育に関わるということが最近では方向性の１つとして示さ
れている部分はあると思うのですけど、一方で社会教育、公民館は学校教育
の下請じゃないみたいな議論もあったりとかして、国立の場合は公民館は
１館しかないということもありますけれども、学校教育とどういうふうに連
携や協力していくかということについて、でもそれを始めると本日はもう時
間がないと思うのですが、伺えたらと思いました。 

 あとは学生が公民館で活動している人にインタビューした１年生の話を聞
くと、自分たちも話を聞いてみると今既にすごく活動化している人でも、公
民館や社会教育する前はやっぱり高齢者ばっかりなのじゃないかとか、暗い
のではないかとかネガティブなイメージがあったけど、やってみたらすごく
豊かで、すごくそんなことなく最先端だった、だけど結局その最初の１歩と
いうのが、そのきっかけというのが何なのだと、そこをもっと広げていけば
もっといろいろな人が活動するのではないかって若い人たちが、学生が言っ
て、ああ、なるほどと思ったのです。でも、だからこそそこがすごく難しい
のであって、皆様のように長年活動されている人たちは豊かに、経験や考え
がどんどん高まっていくのだけど、最初の１歩の人たちというのはそこがな
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かなか追いつけないわけで、どうやってその最初の１歩みたいなところを、
どうだまくらかしてでも何でも最初の第１歩というのをどうつくり出してい

くかというところのお知恵というか、きっかけというのがもしあればという
のも思ったのですけど、これもやり出すとあと一晩かかるかなという気もし
ますけれども。 
 あとはやっぱり地域ということをキーワードでいただきましたけれども、
どういうふうに学んだ成果を生かしたり、あるいは広げていくかというとこ
ろなんかもぜひ伺えたらなと思ったのは、やっぱり社会教育の意義というの
は社会教育をやっている人だから言える、語れるということはよく言われる
ことで、やってない人にゼロから話すって、なかなか経験が共有できないの
で難しいって言われますけれども、さっきの地位を上げていくというところ
は、ある意味で経験していない人にも理解してもらうために私たちのほうも
言葉を生み出していかないといけないというところで、経験しているからこ
そわかる意義のところから経験していない人に伝わる言葉っていうのでどう

いうのがあるかっていうのが、やっぱり一緒に探れたらなというのを思った、
これもあと合宿でやらなきゃいけないぐらい時間がかかるような議論ですけ
れども思ったという次第です。すみません、早口になりましたが、ありがと
うございましたということです。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。公運審委員⑧さんとか公運審委員⑨さんが言わ

れていたことですね、関心を持たせるとか、あるいは生涯学習という言葉の
定義の仕方をもう少しかみ砕くということと関わってくるかと思います。 
 最後、ほんとに時間がなくてタイムアップになっちゃうかもしれませんが、
佐伯さん、お願いします。 

 
佐伯委員 貴重な意見、ありがとうございます。もう時間ですよね。 
 

間瀬委員 大丈夫です。どうぞ。 
 
佐伯委員 公民館の話は十分聞けてよかったのですけど、それぞれ推薦母体という

か、ほかで活動されていることが皆様おありなのですよね、制度的に。その
母体の話を少しと思っていたのですけど、もう時間がないので、また今度何
か機会がありましたらその辺も聞かせていただくと興味深いかなと、以上で
す。 

 
間瀬委員 ありがとうございます。ちょうどジャストです。５８分までということ

で、こちらは以上で、皆様、意見を聞かせていただきまして大変ありがとう
ございました。いいですか、本日はありがとうございました。お疲れさまで
す。 

 
３．ヒアリング後 
 
柳田議長 ありがとうございました。白熱したというわけじゃないですけれど、非

常に貴重なご意見をいろいろお伺いすることができました。 
 それでは、ほかに事務局より何かありますでしょうか。 

 
事務局 すみません、資料３をお手元にご用意いただいてもよろしいでしょうか。

恐れ入ります。７月１９日に東京都市町村社会教育委員連絡協議会の第１回
理事会が行われましたので、本当に簡単にですが報告させていただきたいと
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思います。 
 １ページ目が会議の内容でございまして、２の報告事項の（１）の全国社

会教育委員連合第１回総会についてと、あと３番の協議事項３つについて簡
単にご説明させていただきたいと思います。 
 まず報告事項の（１）についてですけども、資料の３ページ目をごらんく
ださい。全国社会教育委員の組織、全社連なのですけれども、第１回総会が
５月１７日に行われました。以前の会議の中で、全社連の経営状況が悪いと
いうことで、社会教育委員の皆様に任意でありますけれども２,０００円の寄
附をというようなお話をしたのを覚えていらっしゃるかなと思うのですけれ
ども、資料３の下のほうで第６号議案「組織存続に関する緊急提案」につい
てというのがその件に当たるのですけれども、その件につきまして①、年１回
２,０００円の寄附の件と、新たな提案として②についてが提案されました。
こちらの内容についてなんですけれども、①については会議の中で今回決定
すべきであるというような動議が出されまして、採決されまして承認をされ

ました。あわせまして、４ページ目に移っていただきまして、１行目、２行
目になるのですけれども、なお、この承認の際に「すべての社会教育委員が
機関誌『社教情報』を購入するよう努力する」ことを附帯決議すべきとの動
議が発せられまして、あわせて承認されました。 
 あと、３ページ目の②の提案につきましては継続審議になったりですとか、
再検討するということで決まっておりませんが、①については議決されたと
いうことになりますので、今後うちのほうに通知が来まして２,０００円のご
寄附、本当に任意でございますのであれですけれども、年１回２,０００円寄
附のお願いと『社教情報』の購入についての通知が来ました際は、大変恐縮
ではございますけれども、ご案内させていただくことになりますのでご了解
ください。 
 ５ページ目へ行っていただきまして、案件が変わりましてブロック研修会
について――失礼しました、都社連協の今後の日程についてになります。一

番右の縦の列ですけれども、総会・交流大会等ということになりまして、今
後の皆様のご出席を依頼するものになりますけれども、１２月１７日に交流
大会としまして八王子市で開催、その下、定期総会としまして来年４月２２日
に開催されますので、こちらについてはご案内させていただくことになりま
す。 
 次のページ、６ページはブランクで７ページに移っていただきまして、あ
わせまして都社連協のブロック研修会の日程ですとか内容についても決定し
たということで報告がございました。国立市は２ブロック、立川市が今年幹
事ですけれどもこちらになりまして、研修会は１０月２９日土曜日の２時か
ら立川市役所で開催されます。本年から他ブロック、２ブロック以外の研修
会についても参加可能ということであわせて連絡がございましたので、１、
３、４、５の研修会についても、ご興味がございましたら事務局までご一報

いただければと思います。２ブロックの研修会につきましては、また近くな
りましたら出席の確認など通知をさせていただきたいと思います。 
 引き続き最後の案件になりまして、９ページ目になりまして、都社連協の
財政状況についてということでございますが、これも最近の会議の中で全社
連と同様、都社連協のほうも財政状況が厳しいということでご報告させてい
ただいたかと思います。１０ページ目に移っていただきまして、この中で提
案としまして、収入額をふやすのではなくて支出を抑えると、現在の収入額
に見合った運営をしていくというような提案がございまして、これが採択さ
れましたので、今後、明確にはまだどういったところを縮減していくかとい
うのは決まっていないのですけれども、１１ページのような意見が出された
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りとか、あと決定ではないのですけど具体的にはブロック研修会の経費を来
年度以降削減していくというような話も出ていたりしますので、そういった

対応がとられることになるかと思います。 
 資料３についての報告は、駆け足でしたが以上となります。 

 
柳田議長 ありがとうございました。 

 今の件について、何かご質問等はございますでしょうか。 
 この寄附の件というのは、１期ではなく１年ということで？ 

 
事務局 実は以前のときに１期に２,０００円というような話はあったのですけれ

ども、それは事務局からしますと例示したに過ぎずに、今回は正式な形では
１年に１回２,０００円の寄附を募るということで提案がなされまして、それ
で決定されております。 

 

柳田議長 ありがとうございました。 
 そのほかございますでしょうか。 
 なければ次の件、事務局よりお願いします。 

 
事務局 そうしましたら資料４、公民館をまもる会様からの要望に近い形なのです

けれども、「国立市の生涯学習に関わる課題」に関するアンケート調査に対す
る回答というのをごらんいただけますでしょうか。こちらにつきましては、
公民館をまもる会に生涯学習のアンケートをお願いしましたところ、こうい
ったアンケートの用紙に記入するという形ではなくてこの回答が送られてき
ましたので、要望書とうちのほうで判断させていただきまして、本日の会議
で報告させていただきたいと思います。 
 まず中身でございますけれども、１番としましてかいつまんで言いますと、
社会教育に関わっての行政の役割は、市民が学習しやすい環境を整備するこ

とに尽きるので、その原則を踏まえていってくださいというような要望とな
ります。 
 ２番につきましては、その１番を踏まえましてアンケートの回答に近い部
分かと思うのですけれども、主な意見としまして（１）公民館の増設、（２）
公民館職員体制の拡充の２点がご意見としてございました。 
 ３番といたしまして、（１）（２）の要望、意見につきまして詳しい説明が
必要ですので、以前、今年４月２６日付で当会で報告させていただきました
けれども要望書をいただいておりますが、ヒアリングの実施に至ってなくて、
回答もいただけていないので、改めて当会のヒアリングを実施されるよう要
望しますというような内容となっております。 
 こちらにつきましては、特に３番の部分ですけれども、公民館をまもる会
さんに対しまして回答を求める文案、文章がございますので、回答が必要か

なということで議長と相談させていただきまして、回答の趣旨なのですけれ
ども、第１３回定例会会議の前に委員さんに４月２６日付の要望書を配付さ
せていただきまして、かつ、その１３回の会議が始まりまして、会議中にヒ
アリング団体を決定しました。スケジュールの都合から実施団体に限りがあ
ったということもございまして、公民館をまもる会がヒアリング先に選ばれ
なかったと。一方、委員からアンケートを通じて意見を伺いたいということ
がありましたのでアンケートを依頼しまして、今は担当者に回答を送付して
いる状況というような事実のところを、こういった経過でヒアリング先には
選ばれませんでした。それで、アンケートをお願いさせていただくことにな
りましたというような趣旨の回答をさせていただければと考えてございます。 
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 以上でございます。 
 

柳田議長 今の件について、何かご質問、ご意見等はございますでしょうか。 
 
間瀬委員 こちらは、私が公民館をまもる会に関してアンケートをお願いした、分

担でということだったのですけど私が担当です。こちらの形でフォーマット
が返ってきた、フォーマットではない形で回答、タイトルで返ってきたので
すけど、私自身はこの大きな２番の（１）と（２）ということ、これはアン
ケートの回答だと認識していますので、これを一応集計のほうに反映させた
いと思っております。特に皆様にご異議がなければ、そうさせていただけれ
ばと思っております。 

 
柳田議長 今、間瀬委員からこの意見の集約の方法についてご説明がございました

けど、このように進めてよろしいでしょうか。 

 
（「はい」の声あり） 

 
柳田議長 では、進めていただけますようお願いします。 
 
間瀬委員 はい。 
 
柳田議長 そのほか、何かございませんでしょうか。 

 ないようですので、次の件、事務局よりお願いします。 
 
事務局 私のほうから２点、ご説明させていただきます。８月定例会までの皆様に

お願いする夏休みの宿題というところになりますけれども、日程の確認をさ
せていただきたいと思っております。まずアンケートの集計について、送っ

てきていただいている方もいらっしゃいますけれども、締め切りを７月
３１日日曜日としております。事務局までに皆様のお手元にあるアンケート
をまとめていただきまして、事務局に７月３１日までご送付いただければと
思っております。それを私のほうで１つのエクセルデータに集計いたしまし
て、皆様のお手元には８月３日水曜日までにアンケートをお送りしようと思
っております。そのタイミングで本日の議事録も出てくるかと思います。 
 もう一つというところで皆様にお願いしたい重大な宿題というところが、
ヒアリングとアンケートの結果を課題に反映するというのをぜひお願いした
いと思っております。今課題として出ているものにどう修正したらいいとい
うことを、コメントをつけていただいた形で事務局に返送していただきたい
と思っております。その締め切りが、大変短くて恐縮なのですけれども、８月
１７日水曜日までに事務局へご返送をお願いいたします。それを取りまとめ

て事前にご送付をさせていただきますので、それをお読みいただいた形で
８月２３日の定例会にお越しいただきたいと考えております。締め切りは大
分先になりますけれども、ヒアリングの記録担当をしていただいております
田中委員、川廷委員、倉持委員、中野委員におかれましては、９月２０日土
曜日までに、フォーマットをご送付していますので、議事録を見てそちらに
取りまとめていただいて、事務局までご返送いただければと思っております。 
 ２点目についてなのですけれども、前回、臨時会にお越しの方にはお伝え
したのですけれども、第２回臨時会の日取りが決定しました。１０月１３日
木曜日に７時から開催させていただきたいと思っております。ご参加いただ
けないという方もいらっしゃる中で、大変恐縮ではございますけれども、ど
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うぞよろしくお願いいたします。 
 事務局からは以上でございます。 

 
事務局 すみません、もう１件だけ追加で。 
 
柳田議長 はい。 
 
事務局 ちょっと先の話になるのですけれども、１２月の定例会なのですが、第４火

曜日となりますと１２月２７日の火曜日でございまして、かなり年末近くな
りますけれども、この日で開催していいのかというところで、今事務局で考
えているところでして、この日は厳しいようですとか、できれば別のほうが
いいという方、申し訳ないのですが、挙げにくいかと思うのですが挙手をい
ただいてもよろしいでしょうか。 

 

田中委員 できれば１週前のほうが。 
 
事務局 ３名の委員の手が挙がりましたので、もしかしたらこの２７日で変わらな

いかもしれないのですが、この近辺の日でメールで日程調整をさせていただ
ければと思いますので、メールを送付させていただきますのでご回答をいた
だければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 
田中委員 どうしてもだめというわけではありません。すみません。 
 
柳田議長 ありがとうございました。今の件について、何かご質問等はございます

でしょうか。 
 ないようですので、本日のヒアリングをもちまして３回のヒアリングが全
て終了いたしました。各回の取りまとめをしていただきました牧野先生、太

田先生、間瀬さん、どうもありがとうございました。 
 次回は８月２３日１９時より、市役所３階の第３会議室で行います。本日
はありがとうございました。 

 
── 了 ── 


